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人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
一

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料

(
趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

給
料
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

平
成
十
八
年
改
正
条
例

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成

十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
号)
を
い
う
。

二

改
正
前
の
規
則
七－

三
九

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基

準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
公
布)

に
よ
る
改
正
前
の
人
事

委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

を
い
う
。

三

施
行
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日
を
い
う
。

四

初
任
給
基
準
異
動

給
料
表
の
適
用
を
異
に
し
な
い
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九
別
表
第
六

に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異

動
を
い
う
。

五

基
準
級

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級

(

平
成
十
八
年
改
正

条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
に
お
け
る
職
務
の
級
を
定
め
ら
れ
た
職
員
に
あ
っ
て

は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
に
対
応
す
る
平
成
十
八
年
改

正
条
例
附
則
別
表
第
一
の
新
級
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
級

(

同
欄
に
二
の
職
務
の
級
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
下
位
の
職
務
の
級)

)

を
い
う
。

六

降
格

職
員
の
職
務
の
級
を
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。

七

休
職
等
期
間

次
に
掲
げ
る
期
間
を
い
う
。

ア

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間

イ

地
方
公
務
員
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期

間
ウ

教
育
公
務
員
特
例
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号)

第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
た
期
間

エ

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
二
条
の
規

定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
た
期
間

オ

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和

六
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期

間
カ

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号
。

以
下

｢

勤
務
時
間
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
一
条
に
規
定
す
る
病
気
休
暇
又
は
介
護
休
暇
の

承
認
を
受
け
て
い
た
期
間

キ

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第

六
十
九
号
。
以
下

｢

公
益
法
人
等
派
遣
条
例｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間

八

復
職
時
調
整

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七

号
。
以
下

｢

給
与
条
例｣

と
い
う
。)

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号
。
以
下

｢

育
児
休
業
条
例｣

と
い
う
。)

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
号
給
の
調
整
並
び
に
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
調

整
を
い
う
。

九

再
任
用
職
員
異
動

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項

又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て

行
う
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
異
な

る
他
の
職
へ
の
異
動
を
い
う
。

十

人
事
交
流
等
職
員

施
行
日
以
降
に
、
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
県
職
員
、
国
又
は
他
の

地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
公
庫
等
の
職
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ

た
者
を
い
う
。

(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員)

第
三
条

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ

る
職
員
と
す
る
。

一

施
行
日
以
降
に
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
職
員

二

施
行
日
以
降
に
基
準
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
降
格
を
し
た
職
員

三

施
行
日
前
に
休
職
等
期
間
が
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
降
に
当
該
休
職
等
期
間
を
含

む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
も
の

四

施
行
日
以
降
に
再
任
用
職
員
異
動
を
し
た
職
員

五

施
行
日
以
降
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
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(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給)

第
四
条

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
施
行
日
以
降
に

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

(

当
該
各
号
の
二
以
上
の
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て

｢

特
定
職
員｣

と
い
う
。)

を
除
く
。)

で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月

額
が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ

の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支

給
す
る
。

一

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
場
合

(

指
定
職
給
料
表
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。)

施
行
日
の
前

日
に
当
該
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合(

施
行
日
以
降
に
こ
れ
ら
の
異
動
が
二
回
以
上
あ
っ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
異
動
が
順
次
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合)

に
改
正
前
の
規
則
七－

三
九
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
八
条
の
二
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
同

日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

二

基
準
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
降
格
を
し
た
場
合

(

第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。)

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
降
格
後
の
職
務
の
級

(
当
該
職
務
の
級
が
平
成
十
八
年
改
正

条
例
附
則
別
表
第
一
の
新
級
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職

務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
旧
級
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
級

(

同
欄
に
二
の
職
務
の
級
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
上
位
の
職
務
の
級)
)

に
降
格
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合

(

施

行
日
以
降
に
基
準
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
へ
の
降
格
を
二
回
以
上
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

施
行
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
降
格
を
順
次
し
た
も
の
と
し
た
場
合)

に
、
改
正
前
の
規
則
七－

三
九
第
二
十
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当

す
る
額

三

施
行
日
前
に
お
け
る
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
場
合

(

第
五

号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。)

施
行
日
の
前
日
に
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
も
の
と
し
た
場
合

に
平
成
十
八
年
改
正
条
例
第
一
条
又
は
附
則
第
十
九
項
若
し
く
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
、
育
児
休
業
条
例
第
六
条
又
は
公
益
法
人
等
派

遣
条
例
第
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す

る
額

四

再
任
用
職
員
異
動
を
し
た
場
合

平
成
十
八
年
改
正
条
例
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
条

例
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、

施
行
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
に
応
じ
た
額

(

当
該
再
任
用
職
員
異
動
後

に
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時

間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
又
は

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
け
る
勤
務
時
間

を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額)

五

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
場
合

人
事
委
員
会
の
定
め
る
額

２

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
特
定
職
員
で
あ
っ
て
、

そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、

そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て

支
給
す
る
。

(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給)

第
五
条

人
事
交
流
等
職
員

(

当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。)

で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月

額
が
そ
の
者
が
施
行
日
の
前
日
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
同
日
に
お
い

て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、

人
事
委
員
会
の
定
め
る
額)

に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２

人
事
交
流
等
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
が
施
行
日
の
前
日
に
人

事
交
流
等
職
員
と
な
り
同
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
前

条
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第

十
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
に
相
当
す
る
額
を
、
同
条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

と
し
て
支
給
す
る
。

(

こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置)

第
六
条

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
に

つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－
一
九
二

(

退
職
手
当
の
支
給
等)

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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( )

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
九
二

退
職
手
当
の
支
給
等

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
青
森
県
条
例

第
六
十
二
号
。
以
下

｢

条
例｣
と
い
う
。)

第
五
条
の
二
第
二
項
、
第
五
条
の
五
、
第
六
条
の
四

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
並
び
に
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
退
職
手
当
の

支
給
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

基
礎
在
職
期
間)

第
二
条

条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
第
十
九
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
在
職
期
間
は
、
次
に

掲
げ
る
在
職
期
間
と
す
る
。

一

条
例
第
七
条
の
四
第
六
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
移
行
型
一
般
地
方
独
立
行
政
法

人
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

二

条
例
附
則
第
二
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算

に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社

及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

三

条
例
附
則
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算

に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
旧
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間

四

条
例
附
則
第
三
十
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に

つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
旧
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
以
後
の

承
継
法
人
等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

五

条
例
附
則
第
三
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算

に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
旧
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間
、
旧
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
日
本
鉄

道
建
設
公
団
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

六

条
例
附
則
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算

に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

七

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六

十
九
号)

第
十
八
条
に
規
定
す
る
再
び
職
員
と
な
っ
た
者
の
同
条
に
規
定
す
る
特
定
法
人
役
職

員
と
し
て
の
在
職
期
間

(

退
職
勧
奨
の
記
録)

第
三
条

条
例
第
五
条
の
五
に
規
定
す
る
勧
奨

(

以
下

｢

退
職
勧
奨｣

と
い
う
。)

の
記
録
は
、
任

命
権
者
が
作
成
す
る
。

２

退
職
勧
奨
の
記
録
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
及
び
生
年
月
日

二

採
用
年
月
日
及
び
退
職
年
月
日
並
び
に
勤
続
期
間

三

退
職
の
日
に
お
け
る
勤
務
公
署

(

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。)

、
職
名
、
給
料
月
額
及

び
年
齢

四

退
職
勧
奨
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

五

退
職
勧
奨
に
対
す
る
職
員
の
応
諾
の
年
月
日

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３

退
職
勧
奨
の
記
録
の
様
式
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

４

退
職
勧
奨
の
記
録
に
は
、
職
員
が
提
出
し
た
辞
職
の
申
出
の
書
面
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

退
職
勧
奨
の
記
録
は
、
任
命
権
者
が
保
管
す
る
。

(

条
例
第
六
条
の
四
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
法
人)

第
四
条

条
例
第
六
条
の
四
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
公
益
法
人
等
へ
の
職

員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
休
職
の
事
由
を
定
め

る
条
例

(

昭
和
四
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
二
号)

第
二
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

と
し
て
職
員
が
休
職
に
さ
れ
て
従
事
し
た
機
関
と
す
る
。

(

条
例
第
六
条
の
四
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
休
職
月
等)

第
五
条

条
例
第
六
条
の
四
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
休
職
月
等
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
休
職
月
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
休
職
月
等
と
す
る
。

一

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
事
由
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
期
間
の
あ
っ
た
休
職
月
等

(

次
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
っ
た
休
職
月
等
を
除
く
。)

当
該
休
職
月
等

二

育
児
休
業

(

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
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( )

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
っ
た
休
職
月
等

退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
条
例
第
六
条

の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分

(

以
下

｢

職
員
の
区
分｣

と
い
う
。)

が
同
一
の
休

職
月
等
が
あ
る
休
職
月
等
に
あ
っ
て
は
職
員
の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
最
初
の
休
職
月
等
か
ら
順
次
に
数
え
て
そ
の
月
数
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
数

(

当
該
相
当

す
る
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
数)

に
な
る
ま
で
に
あ
る
休

職
月
等
、
退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
職
員
の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等
が
な
い
休
職
月
等
に

あ
っ
て
は
当
該
休
職
月
等

三

第
一
号
に
規
定
す
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

期
間
の
あ
っ
た
休
職
月
等

(
前
号
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
期

間
の
あ
っ
た
休
職
月
等
を
除
く
。)

退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
職
員
の
区
分
が
同
一
の
休

職
月
等
が
あ
る
休
職
月
等
に
あ
っ
て
は
職
員
の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
最
初
の
休
職
月
等
か
ら
順
次
に
数
え
て
そ
の
月
数
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数

(

当
該
相
当

す
る
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
数)

に
な
る
ま
で
に
あ
る
休

職
月
等
、
退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
職
員
の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等
が
な
い
休
職
月
等
に

あ
っ
て
は
当
該
休
職
月
等

(

基
礎
在
職
期
間
に
特
定
基
礎
在
職
期
間
が
含
ま
れ
る
者
の
取
扱
い)

第
六
条

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で

に
掲
げ
る
期
間

(

以
下

｢

特
定
基
礎
在
職
期
間｣

と
い
う
。)

が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
条
例

第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
次
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
お
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
職

員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

一

職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

(

そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る
期
間
に
限

る
。)

に
連
続
す
る
特
定
基
礎
在
職
期
間

当
該
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
末

日
に
そ
の
者
が
従
事
し
て
い
た
職
務
と
同
種
の
職
務
に
従
事
す
る
職
員
又
は
当
該
特
定
基
礎
在

職
期
間
に
連
続
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
初
日
に
そ
の
者
が
従
事
し
て
い

た
職
務
と
同
種
の
職
務
に
従
事
す
る
職
員

二

前
号
に
掲
げ
る
特
定
基
礎
在
職
期
間
以
外
の
特
定
基
礎
在
職
期
間

当
該
特
定
基
礎
在
職
期

間
に
連
続
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
初
日
に
そ
の
者
が
従
事
し
て
い
た
職

務
と
同
種
の
職
務
に
従
事
す
る
職
員

(

当
該
従
事
し
て
い
た
職
務
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

の
で
あ
っ
た
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
務
に
従
事
す
る
職
員)

(

職
員
の
区
分)

第
七
条

退
職
し
た
者
は
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ
の
者
の
基
礎
在

職
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
各
月
ご
と
に
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る
時
期
の

別
に
よ
り
定
め
る
別
表
ア
又
は
イ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
の
当
該
各
月
に
お
け
る
区
分
に

対
応
す
る
こ
れ
ら
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
属
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同
一
の
月
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
二
以
上
の
区
分
に
該

当
し
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
月
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
区
分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す

る
こ
れ
ら
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
属
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。

(

調
整
月
額
に
順
位
を
付
す
方
法
等)

第
八
条

前
条

(

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
各
号
に
定
め
る
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

後
段
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
が
同
一
の
月
に
お
い
て
二
以
上

の
職
員
の
区
分
に
属
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
月
に
お
い
て
、
当
該

職
員
の
区
分
の
う
ち
、
調
整
月
額
が
最
も
高
い
額
と
な
る
職
員
の
区
分
の
み
に
属
し
て
い
た
も
の

と
す
る
。

２

調
整
月
額
の
う
ち
に
そ
の
額
が
等
し
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
の

末
日
の
属
す
る
月
に
近
い
月
に
係
る
も
の
を
先
順
位
と
す
る
。

３

調
整
月
額
の
う
ち
に
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者
部
分
休

業
の
承
認
を
受
け
て
職
員
が
一
週
間
の
勤
務
時
間
の
一
部
を
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
の
あ
る
月

(

以
下

｢

部
分
休
業
月｣

と
い
う
。)

に
係
る
調
整
月
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
休
業
月

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
三
号
の
休
職
月
等
の
取
扱
い
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
。

(

そ
の
者
の
非
違
に
よ
り
退
職
し
た
者)

第
九
条

条
例
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
そ
の
者
の
非
違
に
よ

り
退
職
し
た
者
で
、
退
職
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
前
ま
で
に
当
該
非
違
を
原
因
と
し
て
地
方
公

務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分

(

懲
戒
免
職
の
処
分
を
除
く
。)

又
は
こ
れ
に
準

ず
る
処
分
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
二
一

(

退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
に
係
る
法
人
を

定
め
る
規
則)

は
廃
止
す
る
。

３

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
五
四

(

退
職
勧
奨
の
記
録)

は
廃
止
す
る
。

別
表

(

第
七
条
関
係)

ア

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
基
礎
在
職
期
間
に
お
け

る
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の
表

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号5
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第
一
号
区
分

一

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六

年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号
。
他
の
条
例
等
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下

｢

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の

給
与
条
例｣

と
い
う
。)

の
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

で
同
表
九
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

の

第
二
号
区
分

一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
指
定
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
四
号
給
か
ら
八
号
給
ま
で
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

二

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
八
号
。
他
の
条
例
等
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

｢
平
成
十
四
年
四
月
以
後
平
成
十

八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
研
究
員
条
例｣
と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項

の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
六
号
給
の
給
料
月
額
を
受

け
て
い
た
も
の

三

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号
。
他
の
条
例
等
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

｢

平
成
十
五
年
四
月
以
後
平
成
十

八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
職
員
条
例｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
一
項
の

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
七
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の

四

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る

も
の

第
三
号
区
分

一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
指
定
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
一
号
給
か
ら
三
号
給
ま
で
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

の

第
四
号
区
分

一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
行
政
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
十
一
級

で
あ
っ
た
も
の

二

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

三

平
成
十
四
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
研
究
員
条

例
第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
五
号
給

の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

四

平
成
十
五
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
職
員
条
例

第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
六
号
給
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る

も
の

第
五
号
区
分

一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
行
政
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
十
級
で

あ
っ
た
も
の

二

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
警
察
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
十
級
で

あ
っ
た
も
の

三

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

四

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
二
月
十
九
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

他
の
条
例

等
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

｢

平
成
十
一
年
四
月
以
後
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平
成
十
六
年
十
二
月
以
前
の
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

の
教
育
職
給
料

表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

六

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

他
の

条
例
等
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

｢

平
成
十
六
年
十
二

月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

七

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
研
究
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で

あ
っ
た
も
の

八

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級

で
あ
っ
た
も
の

(

第
四
号
区
分
の
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

九

平
成
十
五
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
職
員
条
例

第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
五
号
給
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

一
〇

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の

第
六
号
区
分

一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
行
政
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
九
級
で

あ
っ
た
も
の

二

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
警
察
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
九
級
で

あ
っ
た
も
の

三

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級

で
あ
っ
た
も
の

(

第
五
号
区
分
の
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

四

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級

で
あ
っ
た
も
の

(

第
五
号
区
分
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
十
一
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
二
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教

育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

五
級
で
あ
っ
た
も
の(

第
五
号
区
分
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

六

平
成
十
六
年
十
二
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教

育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
五
号
区
分
の
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。)

七

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
研
究
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

八

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
及
び
四
級
で
あ
っ

た
も
の

(

第
四
号
区
分
の
項
第
二
号
及
び
第
五
号
区
分
の
項
第
八
号
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。)

九

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
七
級

で
あ
っ
た
も
の

一
〇

平
成
十
四
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
研
究
員

条
例
第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
四
号

給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

一
一

平
成
十
五
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
職
員
条

例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
四
号
給

の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

一
二

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の

第
七
号
区
分

一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
行
政
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
八
級
で
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あ
っ
た
も
の

二

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
警
察
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
八
級
で

あ
っ
た
も
の

三

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級

で
あ
っ
た
も
の

(

第
五
号
区
分
の
項
第
三
号
及
び
第
六
号
区
分
の
項
第

三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

四

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級

で
あ
っ
た
も
の

(
第
五
号
区
分
の
項
第
四
号
及
び
第
六
号
区
分
の
項
第

四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

五

平
成
十
一
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
二
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教

育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

六

平
成
十
六
年
十
二
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教

育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

七

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
研
究
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で

あ
っ
た
も
の

(

第
六
号
区
分
の
項
第
七
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の

う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

八

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級

で
あ
っ
た
も
の

(

第
六
号
区
分
の
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

九

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級

又
は
七
級
で
あ
っ
た
も
の

一
〇

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療

職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六

級
で
あ
っ
た
も
の

一
一

平
成
十
四
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
研
究
員

条
例
第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
三
号

給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

一
二

平
成
十
五
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
職
員
条

例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
三
号
給

の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

一
三

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の

第
八
号
区
分

一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
行
政
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
七
級
で

あ
っ
た
も
の

二

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
警
察
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
七
級
で

あ
っ
た
も
の

三

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
海
事
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で

あ
っ
た
も
の

四

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

六

平
成
十
一
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
二
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教

育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

四
級
で
あ
っ
た
も
の(

第
七
号
区
分
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

七

平
成
十
六
年
十
二
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教

育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

三
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
七
号
区
分
の
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。)

八

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
研
究
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
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あ
っ
た
も
の

(

第
六
号
区
分
の
項
第
七
号
及
び
第
七
号
区
分
の
項
第
七

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

九

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

一
〇

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療

職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五

級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

一
一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療

職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五

級
で
あ
っ
た
も
の

一
二

平
成
十
四
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
研
究
員

条
例
第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
二
号

給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

一
三

平
成
十
五
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
職
員
条

例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
一
号
給

又
は
二
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

一
四

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の

第
九
号
区
分

一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
行
政
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で

あ
っ
た
も
の

二

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
警
察
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
若

し
く
は
五
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は

六
級
で
あ
っ
た
も
の

三

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
海
事
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
四
級
で
あ
っ
た

も
の

四

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
三
級
で
あ
っ

た
も
の

(

第
八
号
区
分
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

五

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
三
級
で
あ
っ

た
も
の

(

第
八
号
区
分
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

六

平
成
十
一
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
二
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教

育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

三
級
で
あ
っ
た
も
の

七

平
成
十
六
年
十
二
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教

育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

二
級
で
あ
っ
た
も
の

八

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
研
究
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で

あ
っ
た
も
の

九

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級

で
あ
っ
た
も
の

(

第
八
号
区
分
の
項
第
九
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

一
〇

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療

職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四

級
で
あ
っ
た
も
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
五
級
で
あ
っ

た
も
の

(

第
八
号
区
分
の
項
第
一
〇
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

一
一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療

職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四

級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

一
二

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準

に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
八
年
四
月
青
森
県
条
例
第
五
号
。
他
の
条

例
等
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

｢

平
成
八
年
四
月
以
後

平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
単
労
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

一
三

平
成
十
四
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
研
究
員
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イ

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
の
基
礎
在
職
期
間
に
お
け
る
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の
表
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条
例
第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
一
号

給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

一
四

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の

第
十
号
区
分

一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
行
政
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
又

は
五
級
で
あ
っ
た
も
の

二

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
警
察
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で

あ
っ
た
も
の
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
四
級
若
し
く

は
五
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
九
号
区
分
の
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。)

三

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
海
事
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で

あ
っ
た
も
の

(

第
九
号
区
分
の
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

四

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級

又
は
二
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
九
号
区
分
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教
育
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級

で
あ
っ
た
も
の

(

第
九
号
区
分
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

六

平
成
十
一
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
二
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教

育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

七

平
成
十
六
年
十
二
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
教

育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

一
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

八

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
研
究
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

九

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療
職

給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

一
〇

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療

職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三

級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
四
級
で
あ
っ

た
も
の

(

第
九
号
区
分
の
項
第
一
〇
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

一
一

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
の
医
療

職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三

級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
四
級
で
あ
っ

た
も
の

(

第
九
号
区
分
の
項
第
一
一
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

一
二

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
単
労
給
与
条
例
の

適
用
を
受
け
て
い
た
者

(

第
九
号
区
分
の
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

一
三

平
成
十
四
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
任
期
付
研
究
員

条
例
第
五
条
第
二
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

一
四

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の

第
十
一
号
区
分

第
一
号
区
分
か
ら
第
十
号
区
分
ま
で
の
い
ず
れ
の
職
員
の
区
分
に
も
属
し

な
い
こ
と
と
な
る
者

第
一
号
区
分

一

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例

(

他
の
条
例
等
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

｢

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

の
指
定
職
給
料
表
の

適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
六
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も

の
二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

の

第
二
号
区
分

一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
同
表
一
号
給
か
ら
五
号
給
ま
で
の
給
料
月
額
を
受
け
て



( ) 青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号11

い
た
も
の

二

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
任
期
付
研
究
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例(

他
の
条
例
等
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下

｢

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
六
号
給
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

三

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
任
期
付
職
員
の
採
用

等
に
関
す
る
条
例

(

他
の
条
例
等
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下

｢
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例｣

と
い
う
。)

第

四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
七
号
給
の
給

料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

四

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る

も
の

第
三
号
区
分

一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
十
級
で
あ
っ
た
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

の

第
四
号
区
分

一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
九
級
で
あ
っ
た
も
の

二

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

三

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
の
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
五
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て

い
た
も
の

四

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給
料

表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
六
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い

た
も
の

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る

も
の

第
五
号
区
分

一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
っ
た
も
の

二

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
九
級
で
あ
っ
た
も
の

三

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

四

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

六

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の

七

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第

四
号
区
分
の
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会

の
定
め
る
も
の

八

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給
料

表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
五
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い

た
も
の

九

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る

も
の

第
六
号
区
分

一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
七
級
で
あ
っ
た
も
の

二

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
っ
た
も
の

三

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第

五
号
区
分
の
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会

の
定
め
る
も
の

四

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
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受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第

五
号
区
分
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会

の
定
め
る
も
の

五

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第

五
号
区
分
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

六

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち

人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

七

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
及
び
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
四
号
区

分
の
項
第
二
号
及
び
第
五
号
区
分
の
項
第
七
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

八

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
七
級
で
あ
っ
た
も
の

九

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
の
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
四
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て

い
た
も
の

一
〇

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
四
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て

い
た
も
の

一
一

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の

第
七
号
区
分

一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ
た
も
の

二

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
七
級
で
あ
っ
た
も
の

三

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第

五
号
区
分
の
項
第
三
号
及
び
第
六
号
区
分
の
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。)

四

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第

五
号
区
分
の
項
第
四
号
及
び
第
六
号
区
分
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。)

五

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

六

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
六

号
区
分
の
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会
の

定
め
る
も
の

七

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第

六
号
区
分
の
項
第
七
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

八

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
又
は
七
級
で
あ
っ
た

も
の

九

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ
た
も
の

一
〇

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
の

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
三
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の

一
一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
三
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て

い
た
も
の

一
二

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の

第
八
号
区
分

一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の

二

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ
た
も
の

三

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
海
事
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の

四

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
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五

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

六

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第

七
号
区
分
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

七

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
六

号
区
分
の
項
第
六
号
及
び
第
七
号
区
分
の
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。)

八

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

九

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

一
〇

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用

を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の

一
一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
の

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
二
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の

一
二

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
一
号
給
又
は
二
号
給
の
給
料
月

額
を
受
け
て
い
た
も
の

一
三

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の

第
九
号
区
分

一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の

二

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち

人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
五
級
で
あ
っ
た
も
の

三

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
海
事
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち

人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
四
級
で
あ
っ
た
も
の

四

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
三
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
八
号
区

分
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

五

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
三
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
八
号
区

分
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

六

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
っ
た
も
の

七

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の

八

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第

八
号
区
分
の
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

九

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
う
ち

人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
五
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
八
号
区
分

の
項
第
九
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

一
〇

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用

を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の

う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

一
一

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
単
純
な
労
務
に
雇

用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

(

他
の
条
例

等
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

｢

平
成
十
八
年
四
月
以
後

の
単
労
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
の
う
ち
人

事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

一
二

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
の

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
一
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の

一
三

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
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人
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委
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則
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九
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(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
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規
定

に
よ
る
退
職
手
当)

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
九
三

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八

年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下

｢

改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
規
定
に
基
づ
き
、
改
正
条
例
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

(

改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
附
則
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
額)

第
二
条

改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
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る
も
の

第
十
号
区
分

一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の

二

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
九
号
区

分
の
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

三

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
海
事
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
九

号
区
分
の
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

四

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級
又
は
二
級
で
あ
っ
た

も
の

(

第
九
号
区
分
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人

事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

五

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第

九
号
区
分
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会

の
定
め
る
も
の

六

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

七

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち

人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

八

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

九

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
九
号
区

分
の
項
第
九
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

一
〇

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用

を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の

う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
四
級
で
あ
っ
た
も
の

(

第
九
号

区
分
の
項
第
一
〇
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

一
一

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
単
労
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
て
い
た

者

(

第
九
号
区
分
の
項
第
一
一
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
人

事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

一
二

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
二
項
の

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

一
三

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の

第
十
一
号
区
分

第
一
号
区
分
か
ら
第
十
号
区
分
ま
で
の
い
ず
れ
の
職
員
の
区
分
に
も
属
し

な
い
こ
と
と
な
る
者



( )

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
改
正
条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
、
人
事
委
員
会
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

(

昭
和

二
十
八
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
二
号)

第
五
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
の
規
定

に
規
定
す
る
在
職
期
間
に
お
い
て
同
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い

た
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
が
改
正
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
受
け
る
給
料

月
額
と
す
る
。

(

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
附
則
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
額)

第
三
条

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
前
条
に
規
定
す
る
給
料
月
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
二－

三
一

(

人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
二－

三
一

(

人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
二－

三
一

(

人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
第
二
十
一
号
中
ク
を
削
り
、
ケ
を
ク
と
し
、
コ
を
ケ
と
し
、
サ
を
コ
と
し
、
シ
か
ら
セ

ま
で
を
削
り
、
ソ
を
サ
と
し
、
タ
を
シ
と
し
、
チ
を
ス
と
し
、
ツ
を
セ
と
し
、
同
表
第
二
十
二
号
中

｢

第
二
条
第
四
項｣

を

｢

第
二
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
六－

一
五

(

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
六－

一
五

(

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
六－

一
五(

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
第
三
項
中

｢

九
級｣

を

｢

七
級｣

に
、
別
表
第
一
職
員
採
用
上
級
試
験
の
項
中

｢

二

級｣

を

｢

一
級｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
六－

一
八

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
六－

一
八

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
六－

一
八

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

又
は
そ
の
日
か
ら
一
年
以
内
の
規
則
七－

三
九
第
三
十
五
条
に
定
め
る
昇
給

の
時
期｣

を

｢

及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の
昇
給
日

(

規
則
七－

三
九
第
三
十
三
条
に
規
定
す

る
昇
給
日
を
い
う
。)

又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日｣

に
、

｢

給
料
月
額
を
調
整
し
、
又
は
当
該
期
間

の
範
囲
内
で
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
最
初
の
昇
給
に
係
る
昇
給
期
間

(

職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
四
条
第
六
項
又
は
第
八
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
期
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
短
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
短
縮｣

を

｢

号
給
を
調
整｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

給
料
月
額
の
調
整
等｣

を

｢

号
給
の
調
整｣
に
、

｢

前
二
項｣

を

｢

前
項｣

に
、

｢

こ
れ
ら｣

を

｢

同
項｣

に
、

｢

給
料
月
額

を
調
整
し
、
又
は
昇
給
期
間
を
短
縮｣

を｢

号
給
を
調
整｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢
給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

附

則
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( )

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
六－

一
九

(

任
期
付
職
員
の
採
用
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
六－
一
九

(

任
期
付
職
員
の
採
用
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
六－

一
九

(
任
期
付
職
員
の
採
用
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中

｢

給
料
月
額
の
決
定
等｣

を

｢

号
給
の
決
定｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

給
料
月

額
及
び
こ
れ
に
係
る
次
期
昇
給
予
定
の
時
期
は｣

を

｢

号
給
は｣

に
、

｢

給
料
月
額
及
び
こ
れ
に
係

る
次
期
昇
給
予
定
の
時
期
の｣

を

｢

号
給
を
超
え
な
い｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

〇

(

給
料
等
の
支
給)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

〇

(

給
料
等
の
支
給)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

〇

(

給
料
等
の
支
給)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

、
調
整
手
当｣

を

｢

、
地
域
手
当｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

三(

県
税
事
務
手
当)

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

三

(

県
税
事
務
手
当)

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

三

(

県
税
事
務
手
当)

等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七－

三

(

県
税
事
務
手
当)

の
一
部
改
正)

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七－

三

(

県
税
事
務
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢
(

以
下

｢

税
務
課｣

と
い
う
。)

｣

の
下
に

｢

、
地
域
県
民
局
の
県
税
部｣

を
加

え
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

職
員
で
、｣

の
下
に

｢

地
域
県
民
局
の
県
税
部
又
は｣

を
加
え
、

｢

行
政
職
給
料
表
一
級
の
職
員｣

を

｢

地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第

一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
徴
税
吏
員
以
外
の
職
員｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中

｢

県
税

事
務
所｣

を

｢

地
域
県
民
局
の
県
税
部
又
は
県
税
事
務
所｣

に
改
め
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
四

(

職
業
訓
練
指
導
員
手
当)

の
一
部
改
正)

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
四

(

職
業
訓
練
指
導
員
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
二
項
中

｢

前
項｣

を

｢

前
二
項｣

に
改
め
、
同
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例

第
九
号)

附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
関
す

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

｢

給
料
月
額｣

と
あ
る
の
は
、

｢

給
料
月
額
と

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第

九
号)

附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額｣

と
す
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七－

九
六

(

狂
犬
病
予
防
等
作
業
手
当)

の
一
部
改
正)

第
三
条

人
事
委
員
会
規
則
七－

九
六

(

狂
犬
病
予
防
等
作
業
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

青
森
県
飼
い
犬
の
管
理
及
び
犬
に
よ
る
危
害
の
防
止
に
関
す
る
条
例

(

昭

和
四
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
二
号
。
以
下

｢

飼
い
犬
等
条
例｣

と
い
う
。)

第
七
条
第

一
項｣

を

｢

青
森
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例

第
八
十
一
号
。
以
下

｢

動
物
愛
護
条
例｣

と
い
う
。)

第
二
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
五
号
中

｢

飼
い
犬
等
条
例
第
七
条
第
一
項｣

を

｢

動
物
愛
護
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

｢

飼
い
犬
等
条
例
第
七
条
第
五
項｣

を

｢

動
物
愛
護
条
例
第
二
十
一
条

第
六
項｣

に
改
め
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七－
九
八

(

家
畜
診
療
手
当)

の
一
部
改
正)

第
四
条

人
事
委
員
会
規
則
七－
九
八

(

家
畜
診
療
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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( )

第
二
条
中

｢

農
林
水
産
事
務
所｣

を

｢

地
域
県
民
局
又
は
農
林
水
産
事
務
所｣

に
、

｢

農
林
水

産
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
所｣

を

｢

地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
家
畜
保
健
衛
生
所
又
は

農
林
水
産
事
務
所
の
家
畜
保
健
衛
生
所｣

に
改
め
る
。

(
人
事
委
員
会
規
則
七－

一
〇
六

(

用
地
買
収
交
渉
等
手
当)

の
一
部
改
正)

第
五
条

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
〇
六

(

用
地
買
収
交
渉
等
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
及
び
地
域
整
備
部

(

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
七
〇

(

災
害
応
急
作
業
等
手
当)

の
一
部
改
正

第
六
条

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
七
〇

(

災
害
応
急
作
業
等
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、

第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
及
び
地
域
整
備
部

同
条
第
二
項
中

｢

公
署
は
、｣

の
下
に

｢

地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
又
は｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
九(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
九

(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
九

(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

調
整
基
本
額｣

を

｢

調
整
基
本
額

(

そ
の
額
が
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・
五

を
超
え
る
と
き
は
、
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・
五
に
相
当
す
る
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。)

｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
条

例
第
九
号)

附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
関
す

る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

｢

給
料
月
額
の
百
分
の
二
十
五｣

と
あ

る
の
は
、

｢

給
料
月
額
と
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八

年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
号)

附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の

合
計
額
の
百
分
の
二
十
五｣

と
す
る
。

別
表
第
一
の
勤
務
箇
所
の
項
中

｢

あ
す
な
ろ
学
園｣

を

｢

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

に
、

｢

さ
わ
ら
び
園｣

を

｢

さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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( )
別
表
第
二
調
整
基
本
額
表
(第
二
条
関
係
)

ア
行
政
職
給
料
表

イ
警
察
職
給
料
表

ウ
教
育
職
給
料
表
(一
)

エ
教
育
職
給
料
表
(二
)

オ
教
育
職
給
料
表
(三
)

カ
医
療
職
給
料
表
(一
)

キ
医
療
職
給
料
表
(二
)
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職
務
の
級

調
整

基
本

額

１
級

6,500円

２
級

8,500円

３
級

9,600円

４
級

10,200円

５
級

10,600円

６
級

11,200円

７
級

12,100円

８
級

12,700円

９
級

14,400円

10
級

16,000円

職
務
の
級

調
整

基
本

額

１
級

7,900円

２
級

8,700円

３
級

9,400円

４
級

10,600円

５
級

11,200円

６
級

11,600円

７
級

12,000円

８
級

12,500円

９
級

13,100円

職
務
の
級

調
整

基
本

額

１
級

9,000円

２
級

11,100円

３
級

12,000円
(条
例
別
表
第
四
イ
の
備
考
(二
)
に
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
､

12,200円
)

４
級

13,200円

職
務
の
級

調
整

基
本

額

１
級

8,400円

２
級

10,900円

３
級

11,600円
(条
例
別
表
第
四
ロ
の
備
考
(二
)
に
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
､

11,800円
)

４
級

12,800円

職
務
の
級

調
整

基
本

額

１
級

10,500円

２
級

11,900円

３
級

12,700円

４
級

15,100円

職
務
の
級

調
整

基
本

額

１
級

10,800円

２
級

13,100円

３
級

14,500円

４
級

15,500円

職
務
の
級

調
整

基
本

額



( )

ク
医
療
職
給
料
表
(三
)

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
給
料
の
調
整
を
行
う
職
を
占
め
る
職
員

(

次
項
に
お
い
て

｢

給
料
の
調
整
額
適
用
職
員｣

と
い
う
。)

の
う
ち
、
そ
の
者
に
係
る
調
整
基
本
額
が
経
過
措
置

基
準
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七－

一
九

(

給
料
の
調
整
額)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に

相
当
す
る
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
に
当
該
職
員
に
係
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第

十
六
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額)

(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

を
給
料
の
調
整
額
と
し
て
支
給
す
る
。

一

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
百

二

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
七
十
五

三

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
五
十

四

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
二
十
五

３

前
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
基
準
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

一

こ
の
規
則
の
施
行
の
日

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
か
ら
引

き
続
き
給
料
の
調
整
額
適
用
職
員

(

第
三
号
に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。)

で
あ
る
職
員

同

日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
た
調
整
基
本
額

二

施
行
日
以
後
に
新
た
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
員
と
な
っ
た
職
員

(

次
号
に
該
当
す
る
職
員

及
び
施
行
日
以
後
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。)

施

行
日
の
前
日
に
新
た
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
員
に
な
っ
た
と
し
た
場
合
に
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
号)

第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
等
の
規
定
に
よ
り
同
日
に

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
料
表
、
職
務
の
級
及
び
号
給
を
基
礎
と
し
て
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
前
の
人
事
委
員
会
規
則
七－

一
九

(

給
料
の
調
整
額)

(

次
号
に
お
い
て

｢

改
正
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１
級

6,100円

２
級

8,000円

３
級

9,100円

４
級

9,700円

５
級

10,500円

６
級

11,300円

７
級

12,200円

職
務
の
級

調
整

基
本

額

１
級

8,000円

２
級

9,400円

３
級

9,700円

４
級

10,000円

５
級

10,400円

６
級

11,600円

７
級

12,600円



( )

前
の
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
調
整
基
本
額

三

施
行
日
以
後
に
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

(

施
行
日
以
後
に
新
た

に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。)

施
行
日
の
前
日
に
当
該
場
合

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
た
場
合

(

次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日

以
後
に
新
た
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
新
た

に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
員
と
な
り
、
同
日
に
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

と
し
た
場
合)

に
同
日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
料
表
、
職
務
の
級
及
び
号
給

を
基
礎
と
し
て
改
正
前
の
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
に

適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
調
整
基
本
額
。
た
だ
し
、
施
行
日
以
後
に
人
事
委
員
会
規
則
七－

一

九
一

(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料)

第
四

条
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定

め
る
額

ア

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
場
合

イ

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
九
一

(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
給
料)

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

四

施
行
日
以
後
に
、
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
県
職
員
、
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職

員
、
公
庫
等
の
職
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
人

事
交
流
等
に
よ
り
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
職
員

当
該
職
員
が
施
行

日
の
前
日
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
前
二
号
の
規
定
を
適

用
し
た
場
合
に
同
日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
調
整
基
本
額

４

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委

員
会
が
定
め
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室

第
七
条
中

｢

、
中
央
病
院｣

を

｢

、
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
、
中
央
病
院｣

に
、

｢

あ
す

な
ろ
学
園
、
さ
わ
ら
び
園｣

を｢

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
中

｢

中
央
病
院｣

を

｢

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
、
中
央
病
院｣

に
、

｢

あ

す
な
ろ
学
園
、
さ
わ
ら
び
園｣

を｢

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
、

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
、
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中

｢

中
央
病
院｣

を

｢

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
、
中
央
病
院｣

に
、

｢

あ
す
な
ろ

学
園
、
さ
わ
ら
び
園｣

を

｢

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
、

｢

第
七
章

昇
給
期
間
の
短
縮

(

第
二
十
九
条－

第
三

十
二
条)

｣
を

｢

第
七
章

削
除｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
削
り
、

第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
章
の
章
名
中

｢
給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ア
中

｢

十
級
及
び
十
一
級｣

を

｢

八
級
、
九
級
及
び
十
級｣

に
改
め
、

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 20



( )

同
号
イ
中

｢

九
級
及
び
十
級｣

を

｢

八
級
及
び
九
級｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢
号
給｣

に
、

｢

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号｣

を

｢

第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第

二
十
四
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

の
数｣

の
下
に

｢

に
四
を
乗
じ
て
得
た
数｣

を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中

｢
給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
、

｢

十
八
月

(
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
当
該
各
号
に
定
め

る
経
験
年
数
の
う
ち
五
年
ま
で
の
年
数
及
び
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
者
で
必
要
経
験
年
数
が

五
年
未
満
の
年
数
と
さ
れ
て
い
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
も
の
の
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数

の
う
ち
五
年
か
ら
当
該
必
要
経
験
年
数
を
減
じ
た
年
数
を
超
え
な
い
年
数
の
そ
れ
ぞ
れ
の
月
数
に
つ

い
て
は
、
十
二
月)

｣

を

｢

十
二
月

(

そ
の
者
の
経
験
年
数
の
う
ち
五
年
を
超
え
る
経
験
年
数
の
月

数
に
あ
つ
て
は
、
十
八
月)

｣

に
改
め
、

｢

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数)

｣

の
下
に

｢

に
四
を
乗
じ
て

得
た
数｣

を
、

｢

号
数
と
す
る
号
給｣

の
下
に

｢
(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該

号
給
の
数
に
三
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る

号
給)

｣

を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
、
第
十
七
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

、
第
十
八
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

及

び
第
十
九
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。職

員
を
昇
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
別

に
応
じ
、
か
つ
、
昇
格
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
に
対
応
す
る
別
表
第
七
に
定
め
る
昇

格
時
号
給
対
応
表
の
昇
格
後
の
号
給
欄
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

前
二
条｣

を

｢

前
三
条｣

に
、

｢

前
二
項｣

を

｢

前
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中｢

前
各
項｣

を

｢

前
二
項｣

に
、

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六

項
及
び
第
七
項
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

降
格
し
た
職
員
を
当
該
降
格
後
最
初
に
昇
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
前
三

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
号
給
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

職
員
を
降
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
降
格
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た

号
給
と
同
じ
額
の
号
給

(

同
じ
額
の
号
給
が
な
い
と
き
は
、
直
近
下
位
の
額
の
号
給)

と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
三
項
中

｢

に
よ
る
職
員
の
給
料
月
額
が
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は｣

を

｢

に
よ
り
職
員
の
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は｣

に
、

｢

給
料
月
額
を｣

を

｢

号
給
を｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

給
料
月
額｣

を｢

号
給｣

に
、｢

給
与
条
例｣

を｢

条
例｣

に
、｢

第
一
項
各
号｣

を｢

第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項

(

第
二
号
を
除
く
。)

中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日

(

以
下

｢

基
準
日｣

と
い
う
。)

以
後
に
新

た
に
職
員
と
な
つ
た
者

(

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

｣

を

｢

次
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
者
以
外
の
者｣

に
、

｢

時｣

を

｢

と
き｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

基
準
日
の
前
日
か
ら

引
き
続
き
在
職
す
る
職
員
及
び
基
準
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
り｣

を
削
り
、

｢

給
料
月
額
の｣

を

｢

初
任
給
の｣

に
、

｢

こ
と
と
な
る
給
料
月
額｣

を

｢

こ
と
と
な
る
号
給｣

に
改
め
、
同
項
第
三

号
中

｢

基
準
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

及
び
第
二
十
八
条
の
二

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

給
料
月

額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
る
。

第
七
章
及
び
第
八
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
章

削
除

第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で

削
除

第
八
章

昇
給

(

昇
給
日)

第
三
十
三
条

条
例
第
四
条
第
五
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
は
、
第
三
十
八
条
又
は
第
三

十
九
条
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
毎
年
四
月
一
日

(

以
下

｢

昇
給
日｣

と
い
う
。)

と
す
る
。

(

勤
務
成
績
の
証
明)

第
三
十
四
条

条
例
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給

(

第
三
十
八
条
又
は
第
三
十
九
条
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
く
。
第
三
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。)

は
、
当
該
職
員
の
勤
務

成
績
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
職
務
に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
の
証
明
を
得
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
証
明
が
得
ら
れ
な
い
職
員
は
、
昇
給
し
な
い
。

(

行
政
職
給
料
表
の
七
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員)

第
三
十
五
条

条
例
第
四
条
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と

す
る
。
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( )

一

警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の

二

教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の

三

教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の

四

教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の

五

研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級

(

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
七

(

管
理
職
手
当)

(

以
下

｢

規
則
七－

六
七｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当

の
支
給
割
合
が
百
分
の
十
六
又
は
百
分
の
十
四
の
職
を
占
め
る
職
員
に
限
る
。)

及
び
五
級
で

あ
る
も
の

六

医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
三
級
以
上
で
あ
る
も
の

七

医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
で
あ
る
も
の

八

医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
六
級

(

規
則
七－

六
七
の
規

定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
支
給
割
合
が
百
分
の
十
六
又
は
百
分
の
十
四
の
職
を
占
め
る
職
員
に

限
る
。)

及
び
七
級
で
あ
る
も
の

(

昇
給
区
分
及
び
昇
給
の
号
給
数)

第
三
十
六
条

職
員
を
条
例
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
を
さ
せ
る
場
合
の
号
給
数
は
、
当

該
職
員
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
昇
給
の
区
分(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

昇
給
区
分｣

と
い
う
。)

に
応
じ
て
別
表
第
七
の
二
に
定
め
る
昇
給
号
給
数
表
に
定
め
る
号
給
数
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
昇
給
区
分
を
Ｅ
に
決
定
さ
れ
た
職
員
は
、
昇
給
し
な
い
。

２

職
員
の
昇
給
区
分
は
、
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
昇
給
区
分
に

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す

る
か
否
か
の
判
断
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

勤
務
成
績
が
極
め
て
良
好
で
あ
る
職
員

Ａ

二

勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
職
員

Ｂ

三

勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
職
員

Ｃ

四

勤
務
成
績
が
や
や
良
好
で
な
い
職
員

Ｄ

五

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員

Ｅ

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
昇
給
区
分
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め

る
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
つ
て
昇
給
日
前
一
年
間

(

当
該
期
間
の
中
途

に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら
昇
給
日
の

前
日
ま
で
の
期
間
。
次
号
に
お
い
て

｢

基
準
期
間｣

と
い
う
。)

の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
期

間
の
日
数
以
上
の
日
数
を
勤
務
し
て
い
な
い
職
員

(

前
項
第
五
号
に
該
当
す
る
職
員
及
び
次
号

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。)

Ｄ

二

人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
つ
て
基
準
期
間
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期

間
の
日
数
以
上
の
日
数
を
勤
務
し
て
い
な
い
職
員

Ｅ

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
区
分
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
昇
給
区
分
が
Ｄ
又
は
Ｅ
と
な

る
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
を
総
合
的
に
判
断
し
た
場
合
に
当
該
昇
給
区
分
に
決
定

す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ

ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
当
該
昇
給
区
分
よ
り
上
位
の
昇
給
区
分

(

Ａ
及
び
Ｂ
の
昇

給
区
分
を
除
く
。)

に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

各
任
命
権
者
に
お
い
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
区
分
を
決
定
す
る
職
員
の
総
数
に
占
め

る
Ａ
又
は
Ｂ
の
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
職
員
の
数
の
割
合
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
割
合
に
概

ね
合
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
年
の
昇
給
日
後
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
又
は
同
日
後
に
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
二
十

六
条
第
二
項

(

第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

若
し
く
は
第
四
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
号
給
数
に
相
当
す
る
数
に
、
そ
の
者
の
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
又
は
号
給
を

決
定
さ
れ
た
日
か
ら
昇
給
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
の
月
数

(

一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
一
月
と
す
る
。)

を
十
二
月
で
除
し
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数

(

一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数)

に
相
当
す
る
号
給
数

(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て

は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
号
給
数)

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る

号
給
数
が
零
と
な
る
職
員
は
、
昇
給
し
な
い
。

７

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
給
数
が
、
昇
給
日
に
そ
の
者
が
属
す
る
職
務
の
級

の
最
高
の
号
給
の
号
数
か
ら
当
該
昇
給
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給

(

当
該
昇
給
日

に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
又
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
職
員
に
あ
つ

て
は
、
当
該
異
動
後
の
号
給)

の
号
数
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
給
数
を
超
え
る
こ
と
と

な
る
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
相
当
す
る
号

給
数
と
す
る
。

８

一
の
昇
給
日
に
お
い
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
区
分
を
Ａ
又
は
Ｂ
に
決
定
す
る
職
員
の
昇

給
の
号
給
数
の
合
計
は
、
各
任
命
権
者
の
職
員
の
定
数
、
第
五
項
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
割
合

等
を
考
慮
し
て
各
任
命
権
者
ご
と
に
人
事
委
員
会
の
定
め
る
号
給
数
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

(

昇
給
号
給
数
の
抑
制
に
係
る
年
齢
の
特
例
等)

第
三
十
七
条

条
例
第
四
条
第
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
医
療
職
給
料
表
�
の
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適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
、
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
年
齢
は
、
五
十
七
歳
と
す
る
。

２

条
例
第
四
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
年
齢
に
達
し
た
日
以
後

に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
に
当
該
年
齢
に
達
し
た
も
の
と
す
る
。

(
研
修
、
表
彰
等
に
よ
る
昇
給)

第
三
十
八
条

勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
、
条
例
第
四
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
昇
給
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

研
修
に
参
加
し
、
そ
の
成
績
が
特
に
良
好
な
場
合

成
績
が
認
定
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日
ま
で
の
日

二

業
務
成
績
の
向
上
、
能
率
増
進
、
発
明
考
案
等
に
よ
り
職
務
上
特
に
功
績
が
あ
つ
た
こ
と
に

よ
り
、
又
は
特
殊
の
施
設
に
お
い
て
極
め
て
困
難
な
勤
務
条
件
の
下
で
職
務
に
献
身
精
励
し
、

公
務
の
た
め
顕
著
な
功
労
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
表
彰
又
は
顕
彰
を
受
け
た
場
合

表
彰
若
し

く
は
顕
彰
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
ま
で
の
日

三

職
制
若
し
く
は
定
数
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
廃
職
又
は
過
員
を
生
じ
た
こ
と
に
よ

り
退
職
す
る
場
合

退
職
の
日

(

特
別
の
場
合
の
昇
給)

第
三
十
九
条

勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
職
員
が
生
命
を
と
し
て
職
務
を
遂
行
し
、
そ
の
た
め
に
危

篤
と
な
り
、
又
は
著
し
い
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
に
、
条
例
第

四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

最
高
号
給
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外)

第
四
十
条

こ
の
章
の
規
定
は
、
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
を
受
け
る
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
十
一
条

削
除

第
九
章
の
章
名
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
る
。

第
四
十
二
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

給
料
月
額｣

を｢

号
給｣

に
、｢

第
二
十
三
条
第
五
項｣

を

｢

第
二
十
三
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

報
告)

第
四
十
四
条
の
二

人
事
委
員
会
は
、
こ
の
規
則
で
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
任
命
権
者
に
対
し
、
職
員
の
職
務
の
級
及
び
号
給
の
決
定
等
に
係
る
事
項
に
つ
い

て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
の
行
政
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア

行
政
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表

別
表
第
一
の
警
察
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

警
察
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
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職
務
の
級

標

準

的

な

職

務

一

級

定
型
的
な
業
務
を
行
う
職
務

二

級

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

三

級

１

主
査
の
職
務

２

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
し
、
困
難
な
専
門
的
業

務
を
行
う
職
務

四

級

１

主
幹
の
職
務

２

出
先
機
関
の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
課
長
の
職
務

３

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
し
、
特
に
困
難
な
専
門

的
業
務
を
行
う
職
務

五

級

１

総
括
主
幹
の
職
務

２

出
先
機
関
の
相
当
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
次
長
の

職
務

３

困
難
な
総
括
的
業
務
を
処
理
す
る
職
務

六

級

１

副
参
事
の
職
務

２

相
当
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
出
先
機
関
の
長
の
職

務
３

出
先
機
関
の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
次
長
の
職
務

七

級

１

本
庁
の
課
長
又
は
総
括
副
参
事
の
職
務

２

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
出
先
機
関
の
長
の
職
務

３

出
先
機
関
の
重
要
か
つ
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
次

長
の
職
務

八

級

１

本
庁
の
次
長
又
は
参
事
の
職
務

２

特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
出
先
機
関
の
長
の
職

務

九

級

１

本
庁
の
部
長
又
は
理
事
の
職
務

２

重
要
か
つ
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
出
先
機
関
の
長

の
職
務

一
○
級

１

本
庁
の
特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
部
長
の
職
務

２

特
に
重
要
か
つ
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
出
先
機
関

の
長
の
職
務

職
務
の
級

標

準

的

な

職

務

一

級

巡
査
の
行
う
職
務



( )

別
表
第
一
の
海
事
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
の
表
中

｢
を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
一
の
研
究
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
一
の
医
療
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
一
の
医
療
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
の
表
中
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二

級

１

主
任
の
職
務

２

困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
巡
査
の
行
う
職
務

三

級

１

係
長
の
職
務

２

困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
主
任
の
職
務

四

級

１

警
察
本
部
の
課
長
補
佐
の
職
務

２

警
察
署
の
課
長
の
職
務

３

困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
係
長
の
職
務

五

級

１

警
察
本
部
の
課
の
次
長
の
職
務

２

警
察
本
部
の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
課
長
補
佐
の

職
務

３

警
察
署
の
次
長
の
職
務

４

警
察
署
の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
課
長
の
職
務

六

級

１

困
難
な
専
門
的
業
務
を
処
理
す
る
職
務

２

警
察
本
部
の
課
の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
次
長
の

職
務

３

警
察
署
の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
次
長
の
職
務

七

級

１

警
察
本
部
の
課
長
の
職
務

２

警
察
署
の
署
長
の
職
務

八

級

１

警
察
本
部
の
参
事
官
の
職
務

２

規
模
の
大
き
い
警
察
署
の
署
長
の
職
務

九

級

１

警
察
本
部
の
部
長
又
は
首
席
参
事
官
の
職
務

２

特
に
規
模
の
大
き
い
警
察
署
の
署
長
の
職
務

四

級

三

級

１

中
型
船
舶

(

甲)

の
船
長
又
は
機
関
長
の
職
務

２

中
型
船
舶

(

乙)

の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
船
長

又
は
機
関
長
の
職
務

１

中
型
船
舶

(

甲)

の
一
等
航
海
士
、
一
等
機
関
士
又

は
通
信
長
の
職
務

２

中
型
船
舶

(

乙)

の
船
長
、
機
関
長
又
は
通
信
長
の

職
務

３

中
型
船
舶

(

丙)

、
小
型
船
舶

(

甲)

又
は
小
型
船

舶

(

乙)

の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
船
長
又
は
機
関

長
の
職
務

三

級

１

中
型
船
舶

(

甲)

の
一
等
航
海
士
、
一
等
機
関
士
若

し
く
は
通
信
長(

以
下｢

一
等
航
海
士
等｣

と
い
う
。)

又
は
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
航
海
士
等
の
職
務

２

中
型
船
舶

(

乙)

の
船
長
、
機
関
長
若
し
く
は
通
信

長
又
は
相
当
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
一
等
航
海
士
等

又
は
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
航
海
士
等
の
職
務

３

中
型
船
舶

(

丙)

、
小
型
船
舶

(

甲)

又
は
小
型
船

四

級

１

中
型
船
舶

(

甲)

の
船
長
若
し
く
は
機
関
長
又
は
困

難
な
業
務
を
処
理
す
る
一
等
航
海
士
等
の
職
務

２

中
型
船
舶

(

乙)

の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
船
長

又
は
機
関
長
の
職
務

舶

(

乙)

の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
船
長
又
は
機
関

長
の
職
務

二

級

１

総
括
主
任
研
究
員
又
は
主
任
研
究
員
の
職
務

２

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
し
、
困
難
な
研
究
を
行

う
職
務

二

級

１

主
任
研
究
員
の
職
務

２

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
し
、
困
難
な
研
究
を
行

う
職
務

四

級

１

試
験
研
究
機
関
の
下
部
機
関
の
長
の
職
務

２

試
験
研
究
機
関
の
次
長
の
職
務

四

級

１

試
験
研
究
機
関
の
下
部
機
関
の
長
の
職
務

２

試
験
研
究
機
関
の
次
長
の
職
務

３

特
に
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
相
当
の
範
囲
に
わ

た
る
研
究
の
調
整
、
指
導
等
を
行
う
職
務

二

級

１

病
院
の
診
療
科
の
長
又
は
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ

ー
の
保
健
部
長
又
は
あ
す
な
ろ
学
園
、
さ
わ
ら
び
園
、

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー
の
長
の
職
務

２

病
院
の
診
療
科
の
副
部
長
の
職
務

３

相
当
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務

を
行
う
職
務

二

級

１

病
院
の
診
療
科
の
長
又
は
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

の
保
健
部
長
又
は
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
さ

わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
若

し
く
は
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
長
の
職
務

２

病
院
の
診
療
科
の
副
部
長
の
職
務

３

相
当
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務

を
行
う
職
務



( )
｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
一
の
医
療
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
二
の
行
政
職
給
料
表
級
別
資
格
基
準
表
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
警
察
職
給
料
表
級
別
資
格
基
準
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

警
察
職
給
料
表
級
別
資
格
基
準
表

別
表
第
六
の
行
政
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
六
の
警
察
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
二
項
を
削
り
、

｣
｣

同
表
の
備
考
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

別
表
第
六
の
海
事
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
六
の
教
育
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢
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四

級

総
括
主
査
の
職
務

四

級

困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
主
査
の
職
務

四

級

総
括
主
任
看
護
師
又
は
総
括
主
査
の
職
務

四

級

困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
主
任
看
護
師
又
は
主
査
の
職
務

職

務

の

級

試

験

学

歴

免
許
等

一
級

二
級

三
級

四
級

五
級

六
級

七
級

正 規 の 試 験

上

級

大
学
卒

三

四

四

二

二

三

○

三

七

一
一

一
三

一
五

一
八

中

級

短
大
卒

五･

五

四

四

二

二

三

○

六

一
○

一
四

一
六

一
八

二
一

初

級

高
校
卒

八

四

四

二

二

三

○

八

一
二

一
六

一
八

二
○

二
三

そ

の

他

中
学
卒

九

四

四

二

二

三

三

一
二

一
六

二
○

二
二

二
四

二
七

職

務

の

級

試

験

学

歴

免
許
等

一
級

二
級

三
級

四
級

五
級

六
級

七
級

の 試 験

上

級

大
学
卒

五

六

二

二

○

五

一
一

一
三

一
五

中

級

短
大
卒

二･

五

五

六

二

二

○

二･

五

八

一
四

一
六

一
八

二

三

五

六

二

二

正 規

初

級

高
校
卒

○

二

五

一
○

一
六

一
八

二
○

そ

の

他

中
学
卒

二

三

五

六

二

二

四

六

九

一
四

二
○

二
二

二
四

一
級
二
号
給

一
級
三
号
給

一
級
四
号
給

二
級
二
号
給

一
級
二
号
給

一
級
三
号
給

一
級
五
号
給

二
級
二
号
給

一
級

一
号
給

一
級

五
号
給

一
級

九
号
給

一
級
二
五
号
給

一
級

一
号
給

一
級

五
号
給

一
級
一
五
号
給

一
級
二
五
号
給

一
級
二
号
給

二
級
二
号
給

三
級
二
号
給

一
級
一
号
給

二
級
三
号
給

三
級
二
号
給

一
級
二
号
給

一
級
二
号
給

一
級
四
号
給

二
級
二
号
給

一
級

一
号
給

一
級

一
号
給

一
級
一
一
号
給

二
級

一
号
給

二
級
九
号
給

二
級
三
一
号
給



( )

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
六
の
教
育
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
六
の
教
育
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
六
の
研
究
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
六
の
医
療
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
六
の
医
療
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。
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一
級
二
号
給

一
級
四
号
給

一
級
七
号
給

一
級
四
号
給

二
級
二
号
給

二
級
五
号
給

一
級

一
号
給

一
級
一
一
号
給

一
級
二
一
号
給

一
級
一
一
号
給

二
級

一
号
給

二
級
一
三
号
給

一
級

二
号
給

一
級

四
号
給

一
級

七
号
給

二
級

二
号
給

二
級

五
号
給

二
級

八
号
給

二
級
一
二
号
給

一
級

一
号
給

一
級
一
一
号
給

一
級
二
一
号
給

二
級

三
号
給

二
級
一
三
号
給

二
級
二
五
号
給

二
級
四
三
号
給

一
級

二
号
給

一
級

五
号
給

一
級

九
号
給

一
級
一
一
号
給

一
級

一
号
給

一
級
一
三
号
給

一
級
三
一
号
給

一
級
三
七
号
給

一
級
一
一
号
給

二
級
一
○
号
給

二
級
一
一
号
給

一
級

三
号
給

一
級

五
号
給

一
級

八
号
給

一
級
三
七
号
給

二
級
三
三
号
給

二
級
三
七
号
給

一
級

五
号
給

一
級
一
五
号
給

一
級
二
五
号
給

一
級

二
号
給

一
級

一
号
給

一
級

五
号
給

一
級
一
一
号
給

一
級
一
三
号
給

一
級
三
七
号
給

一
級
六
号
給

一
級
六
号
給

二
級
二
号
給

一
級
六
号
給

二
級
二
号
給

一
級
六
号
給

二
級
二
号
給

一
級
六
号
給

二
級
二
号
給

一
級
四
号
給

二
級
二
号
給

一
級
六
号
給

二
級
二
号
給

一
級
四
号
給

一
級
六
号
給

二
級
二
号
給

一
級
四
号
給

二
級
二
号
給

二
級
二
号
給

二
級
五
号
給

二
級
二
号
給

一
級
一
七
号
給

一
級
一
七
号
給

二
級

一
号
給

一
級
一
七
号
給

二
級

一
号
給

一
級
一
七
号
給

二
級

一
号
給

一
級
一
七
号
給

二
級

一
号
給

一
級
一
一
号
給

二
級

一
号
給

一
級
一
七
号
給

二
級

一
号
給

一
級
一
一
号
給

一
級
一
七
号
給

二
級

一
号
給

一
級
一
一
号
給

二
級

一
号
給

二
級

一
号
給

二
級
一
三
号
給

二
級

一
号
給



( )

｣
｣

別
表
第
六
の
医
療
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
三
項
中

｢

二

｣
｣

級
五
号
給｣

を

｢

二
級
一
三
号
給｣

に
、

｢

二
級
四
号
給｣

を

｢

二
級
九
号
給｣

に
改
め
る
。

別
表
第
七
及
び
別
表
第
七
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
七
昇
格
時
号
給
対
応
表
(第
二
十
三
条
関
係
)

ア
行
政
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
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一
級
二
号
給

一
級
二
号
給

一
級
四
号
給

一
級
六
号
給

一
級
二
号
給

一
級
四
号
給

一
級
三
号
給

一
級
四
号
給

一
級

一
号
給

一
級

一
号
給

一
級
一
一
号
給

一
級
一
七
号
給

一
級

一
号
給

一
級
一
一
号
給

一
級

七
号
給

一
級
一
一
号
給

一
級
二
号
給

二
級
二
号
給

二
級
三
号
給

二
級
三
号
給

二
級
四
号
給

一
級

一
号
給

二
級

一
号
給

二
級

五
号
給

二
級

五
号
給

二
級
一
一
号
給

昇
格

後
の

号
給

昇
格
し
た
日
の

前
日
に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

10級

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
1

1
1

1
1

1
1

1
1

6
1

1
1

1
1

1
1

1
1

7
1

1
1

1
1

1
1

1
1

8
1

1
1

1
1

1
1

1
1

9
1

1
1

1
1

1
1

1
1

10
1

1
1

2
2

1
1

1
1

11
1

1
1

3
3

1
1

1
1

12
1

1
1

4
4

1
1

1
1

13
1

1
1

5
5

1
1

1
1

14
1

1
1

6
6

2
2

1
1

15
1

1
1

7
7

3
3

1
1

16
1

1
1

8
8

4
4

1
1

17
1

1
1

9
9

5
5

1
1

18
1

2
2

10
10

6
6

2
1

19
1

3
3

11
11

7
7

3
1

20
1

4
4

12
12

8
8

4
1

21
1

5
5

13
13

9
9

5
1

22
1

6
6

14
14

10
10

6
2

23
1

7
7

15
15

11
11

7
3



( )青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 28
24

1
8

8
16

16
12

12
8

4

25
1

9
9

17
17

13
13

9
5

26
1

10
10

18
18

14
14

10
6

27
1

11
11

19
19

15
15

11
7

28
1

12
12

20
20

16
16

12
8

29
1

13
13

21
21

17
17

13
9

30
1

14
14

22
22

18
18

13
10

31
1

15
15

23
23

19
19

13
11

32
1

16
16

24
24

20
20

13
12

33
1

17
17

25
25

21
21

14
13

34
2

18
18

26
26

21
22

14
13

35
3

19
19

27
27

22
23

14
13

36
4

20
20

28
28

22
24

14
14

37
5

21
21

29
29

23
25

15
14

38
6

22
22

30
30

23
25

15
14

39
7

23
23

31
31

24
26

15
15

40
8

24
24

32
32

24
26

15
15

41
9

25
25

33
33

25
27

16
15

42
10

26
26

34
34

25
27

16

43
11

27
27

35
35

26
28

16

44
12

28
28

36
36

26
28

16

45
13

29
29

37
37

27
29

17

46
14

30
30

38
38

27
29

47
15

31
31

39
39

28
30

48
16

32
32

40
40

28
30

49
17

33
33

41
41

29
31

50
18

34
34

42
41

29
31

51
19

35
35

43
42

29
32

52
20

36
36

44
42

30
32

53
21

37
37

45
43

30
33

54
22

38
38

46
43

30
33

55
23

39
39

47
44

31
34

56
24

40
40

48
44

31
34

57
25

41
41

49
45

31
35

58
25

41
42

50
45

32
35

59
26

42
43

51
46

32
36

60
26

42
44

52
46

32
36

61
27

43
45

53
47

33
37

62
27

43
45

54
47

33

63
28

44
45

55
48

34

64
28

44
46

56
48

34

65
29

45
46

57
49

35

66
29

45
46

58
49

35

67
30

46
47

59
50

36

68
30

46
47

60
50

36

69
31

47
47

61
51

37

70
31

47
48

62
51

37

71
32

48
48

63
52

38

72
32

48
48

64
52

38

73
33

49
49

65
53

39

74
33

49
49

66
54

39

75
34

49
49

67
55

40

76
34

49
50

68
56

40

77
35

50
50

69
57

41



( )

イ
警
察
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号29
78

35
50

50
70

58

79
36

50
51

71
59

80
36

50
51

72
60

81
37

51
51

73
61

82
37

51
52

74
62

83
38

51
52

75
63

84
38

51
52

76
64

85
39

52
53

77
65

86
39

52
53

78

87
40

52
53

79

88
40

52
53

80

89
41

53
54

81

90
41

53
54

82

91
42

53
54

83

92
42

53
54

84

93
43

53
55

85

94
54

55

95
54

55

96
54

55

97
54

56

98
54

56

99
55

56

100
55

56

101
55

57

102
55

57

103
55

58

104
56

58

105
56

59

106
56

59

107
56

60

108
56

60

109
57

61

110
57

61

111
57

62

112
57

62

113
58

63

114
58

115
58

116
58

117
59

118
59

119
59

120
59

121
60

122
60

123
60

124
60

125
61

昇
格

後
の

号
給

昇
格
し
た
日
の

前
日
に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

1
1

1
1

1
1

1
1

1

2
1

1
1

1
1

1
1

1



( )青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 30
3

1
1

1
1

1
1

1
1

4
1

1
1

1
1

1
1

1

5
1

1
1

1
1

1
1

1

6
1

1
1

1
1

1
1

1

7
1

1
1

1
1

1
1

1

8
1

1
1

1
1

1
1

1

9
1

1
1

1
1

1
1

1

10
2

1
1

1
2

2
1

1

11
3

1
1

1
3

3
1

1

12
4

1
1

1
4

4
1

1

13
5

1
1

1
5

5
1

1

14
6

2
1

1
6

6
2

2

15
7

3
1

1
7

7
3

3

16
8

4
1

1
8

8
4

4

17
9

5
1

1
9

9
5

5

18
10

6
2

1
10

10
6

6

19
11

7
3

1
11

11
7

7

20
12

8
4

1
12

12
8

8

21
13

9
5

1
13

13
9

9

22
14

10
6

1
14

14
10

10

23
15

11
7

1
15

15
11

11

24
16

12
8

1
16

16
12

12

25
17

13
9

1
17

17
13

13

26
18

14
10

2
18

18
14

14

27
19

15
11

3
19

19
15

15

28
20

16
12

4
20

20
16

16

29
21

17
13

5
21

21
17

17

30
22

18
14

6
22

22
18

18

31
23

19
15

7
23

23
19

19

32
24

20
16

8
24

24
20

20

33
25

21
17

9
25

25
21

21

34
26

22
18

10
26

26
22

22

35
27

23
19

11
27

27
23

23

36
28

24
20

12
28

28
24

24

37
29

25
21

13
29

29
25

25

38
30

26
22

14
30

30
26

26

39
31

27
23

15
31

31
27

27

40
32

28
24

16
32

32
28

28

41
33

29
25

17
33

33
29

29

42
34

30
26

18
34

34
30

29

43
35

31
27

19
35

35
31

29

44
36

32
28

20
36

36
32

30

45
37

33
29

21
37

37
33

30

46
38

34
30

22
38

38
34

30

47
39

35
31

23
39

39
35

31

48
40

36
32

24
40

40
36

31

49
41

37
33

25
41

41
37

31

50
42

38
34

26
42

42
38

32

51
43

39
35

27
43

43
39

32

52
44

40
36

28
44

44
40

32

53
45

41
37

29
45

45
41

33

54
46

42
38

30
46

46
42

33

55
47

43
39

31
47

47
43

34

56
48

44
40

32
48

48
44

34



( ) 青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号31
57

49
45

41
33

49
49

45
35

58
50

46
42

34
50

49
46

35

59
51

47
43

35
51

49
47

36

60
52

48
44

36
52

50
48

36

61
53

49
45

37
53

50
49

37

62
54

50
46

38
54

50
50

63
55

51
47

39
55

51
51

64
56

52
48

40
56

51
52

65
57

53
49

41
57

51
53

66
58

54
50

42
58

52
53

67
59

55
51

43
59

52
54

68
60

56
52

44
60

52
54

69
61

57
53

45
61

53
55

70
62

58
54

45
62

54
55

71
63

59
55

46
63

55
56

72
64

60
56

46
64

56
56

73
65

61
57

47
65

57
57

74
66

62
58

47
66

58
58

75
67

63
59

48
67

59
59

76
68

64
60

48
68

60
60

77
69

65
61

49
69

61
61

78
70

66
62

50
70

62

79
71

67
63

51
71

63

80
72

68
64

52
72

64

81
73

69
65

53
73

65

82
74

70
66

54
74

65

83
75

71
67

55
75

66

84
76

72
68

56
76

66

85
77

73
69

57
77

67

86
78

74
69

57
78

87
79

75
70

58
79

88
80

76
70

58
80

89
81

77
71

59
81

90
81

78
71

59
82

91
82

79
72

60
83

92
82

80
72

60
84

93
83

81
73

61
85

94
83

82
74

61

95
84

83
75

61

96
84

84
76

62

97
85

85
77

62

98
86

86
78

62

99
87

87
79

63

100
88

88
80

63

101
89

89
81

63

102
90

90
82

64

103
91

91
83

64

104
92

92
84

64

105
93

93
85

65

106
93

93
86

66

107
94

94
87

67

108
94

94
88

68

109
95

95
89

69

110
95

95
89

70



( )

ウ
海
事
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 32
111

96
96

90
71

112
96

96
90

72

113
97

97
91

73

114
97

98
91

73

115
98

99
92

74

116
98

100
92

74

117
99

101
93

75

118
99

101
94

75

119
100

101
95

76

120
100

102
96

76

121
101

102
97

77

122
101

102
98

78

123
102

103
99

79

124
102

103
100

80

125
103

103
101

81

126
104

101

127
104

102

128
104

102

129
105

103

130
105

103

131
106

104

132
106

104

133
107

105

134
107

106

135
108

107

136
108

108

137
109

109

138
109

110

139
109

111

140
110

112

141
110

113

142
110

143
111

144
111

145
111

昇
格

後
の

号
給

昇
格
し
た
日
の

前
日
に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

３
級

４
級

５
級

1
1

1
1

1

2
1

1
1

1

3
1

1
1

1

4
1

1
1

1

5
1

1
1

1

6
1

1
1

1

7
1

1
1

1

8
1

1
1

1

9
1

1
1

1

10
1

1
1

1

11
1

1
1

1

12
1

1
1

1

13
1

1
1

1

14
1

1
1

2

15
1

1
1

3



( ) 青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号33
16

1
1

1
4

17
1

1
1

5

18
1

2
2

6

19
1

3
3

7

20
1

4
4

8

21
1

5
5

9

22
2

6
6

10

23
3

7
7

11

24
4

8
8

12

25
5

9
9

13

26
6

10
10

14

27
7

11
11

15

28
8

12
12

16

29
9

13
13

17

30
10

14
14

18

31
11

15
15

19

32
12

16
16

20

33
13

17
17

21

34
14

18
18

22

35
15

19
19

23

36
16

20
20

24

37
17

21
21

25

38
17

22
21

26

39
17

23
22

27

40
18

24
22

28

41
18

25
23

29

42
18

25
23

30

43
19

26
24

31

44
19

26
24

32

45
19

27
25

33

46
20

27
25

34

47
20

28
26

35

48
20

28
26

36

49
21

29
27

37

50
21

29
27

37

51
22

30
28

37

52
22

30
28

38

53
23

31
29

38

54
23

31
30

38

55
24

32
31

39

56
24

32
32

39

57
25

33
33

39

58
25

33
33

40

59
26

34
33

40

60
26

34
34

40

61
27

35
34

41

62
27

35
34

41

63
28

36
35

42

64
28

36
35

42

65
29

37
35

43

66
29

37
36

43

67
30

38
36

44

68
30

38
36

44

69
31

39
37

45



( )

エ
教
育
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 34
70

37
45

71
37

46

72
37

46

73
38

47

74
38

47

75
38

48

76
38

48

77
39

49

78
39

50

79
39

51

80
39

52

81
40

53

82
40

54

83
40

55

84
40

56

85
41

57

86
41

58

87
41

59

88
41

60

89
42

61

90
42

91
42

92
42

93
43

94
43

95
43

96
43

97
44

98
44

99
44

100
44

101
45

昇
格

後
の

号
給

昇
格
し
た
日
の

前
日
に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

３
級

４
級

1
1

1
1

2
1

1
1

3
1

1
1

4
1

1
1

5
1

1
1

6
1

1
1

7
1

1
1

8
1

1
1

9
1

1
1

10
1

1
1

11
1

1
1

12
1

1
1

13
1

1
1

14
1

1
1

15
1

1
1

16
1

1
1

17
1

1
1

18
1

1
1



( ) 青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号35
19

1
1

1

20
1

1
1

21
1

1
1

22
2

1
1

23
3

1
1

24
4

1
1

25
5

1
1

26
6

1
1

27
7

1
1

28
8

1
1

29
9

1
1

30
10

1
1

31
11

1
1

32
12

1
1

33
13

1
1

34
14

1
1

35
15

1
1

36
16

1
1

37
17

1
1

38
18

1
1

39
19

1
1

40
20

1
1

41
21

1
1

42
22

1
2

43
23

1
3

44
24

1
4

45
25

1
5

46
26

1
6

47
27

1
7

48
28

1
8

49
29

1
9

50
30

1
10

51
31

1
11

52
32

1
12

53
33

1
13

54
33

2
14

55
34

3
15

56
34

4
16

57
35

5
17

58
35

6
18

59
36

7
19

60
36

8
20

61
37

9
21

62
37

10
22

63
38

11
23

64
38

12
24

65
39

13
25

66
39

14
26

67
40

15
27

68
40

16
28

69
41

17
29

70
42

18
30

71
43

19
31

72
44

20
32



( )青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 36
73

45
21

33

74
45

22
34

75
46

23
35

76
46

24
36

77
47

25
37

78
47

26

79
48

27

80
48

28

81
49

29

82
49

30

83
49

31

84
50

32

85
50

33

86
50

34

87
51

35

88
51

36

89
51

37

90
52

38

91
52

39

92
52

40

93
53

41

94
53

42

95
54

43

96
54

44

97
55

45

98
55

46

99
56

47

100
56

48

101
57

49

102
57

49

103
58

50

104
58

50

105
59

51

106
59

51

107
60

52

108
60

52

109
61

53

110
61

53

111
61

54

112
61

54

113
62

55

114
62

55

115
62

56

116
62

56

117
63

57

118
63

57

119
63

58

120
63

58

121
64

59

122
64

59

123
64

60

124
64

60

125
65

61

126
65

61



( )
オ
教
育
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号37
127

65
61

128
65

61

129
65

62

130
65

62

131
65

62

132
66

62

133
66

63

134
66

63

135
66

63

136
66

63

137
66

64

138
66

139
67

140
67

141
67

142
67

143
67

144
67

145
67

146
68

147
68

148
68

149
68

150
68

151
68

152
68

153
69

昇
格

後
の

号
給

昇
格
し
た
日
の

前
日
に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

３
級

４
級

1
1

1
1

2
1

1
1

3
1

1
1

4
1

1
1

5
1

1
1

6
1

1
1

7
1

1
1

8
1

1
1

9
1

1
1

10
2

1
1

11
3

1
1

12
4

1
1

13
5

1
1

14
6

1
1

15
7

1
1

16
8

1
1

17
9

1
1

18
10

1
1

19
11

1
1

20
12

1
1

21
13

1
1

22
14

1
1

23
15

1
1

24
16

1
1



( )青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 38
25

17
1

1

26
18

1
1

27
19

1
1

28
20

1
1

29
21

1
1

30
22

1
1

31
23

1
1

32
24

1
1

33
25

1
1

34
26

1
1

35
27

1
1

36
28

1
1

37
29

1
1

38
30

1
1

39
31

1
1

40
32

1
1

41
33

1
1

42
34

1
1

43
35

1
1

44
36

1
1

45
37

1
1

46
38

1
1

47
39

1
1

48
40

1
1

49
41

1
1

50
41

2
1

51
42

3
1

52
42

4
1

53
43

5
1

54
43

6
1

55
44

7
1

56
44

8
1

57
45

9
1

58
46

10
2

59
47

11
3

60
48

12
4

61
49

13
5

62
49

14
6

63
50

15
7

64
50

16
8

65
51

17
9

66
51

18
10

67
52

19
11

68
52

20
12

69
53

21
13

70
53

22
14

71
54

23
15

72
54

24
16

73
55

25
17

74
55

26
18

75
56

27
19

76
56

28
20

77
57

29
21

78
57

30
22



( ) 青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号39
79

58
31

23

80
58

32
24

81
59

33
25

82
59

34
25

83
60

35
26

84
60

36
26

85
61

37
27

86
61

38
27

87
61

39
28

88
62

40
28

89
62

41
29

90
62

42
29

91
63

43
30

92
63

44
30

93
63

45
31

94
64

46

95
64

47

96
64

48

97
65

49

98
65

50

99
65

51

100
65

52

101
66

53

102
66

54

103
66

55

104
66

56

105
67

57

106
67

58

107
67

59

108
67

60

109
68

61

110
68

61

111
68

62

112
68

62

113
69

63

114
69

63

115
69

64

116
69

64

117
70

65

118
70

66

119
70

67

120
70

68

121
71

69

122
71

69

123
71

70

124
71

70

125
72

71

126
71

127
72

128
72

129
73

130
73

131
74

132
74



( )

カ
教
育
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 40
133

75

134
75

135
76

136
76

137
77

138
77

139
78

140
78

141
79

142
79

143
80

144
80

145
81

146
81

147
82

148
82

149
83

昇
格

後
の

号
給

昇
格
し
た
日
の

前
日
に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

３
級

４
級

1
1

1
1

2
1

1
1

3
1

1
1

4
1

1
1

5
1

1
1

6
1

1
1

7
1

1
1

8
1

1
1

9
1

1
1

10
1

1
1

11
1

1
1

12
1

1
1

13
1

1
1

14
1

2
1

15
1

3
1

16
1

4
1

17
1

5
1

18
1

6
1

19
1

7
1

20
1

8
1

21
1

9
1

22
2

10
1

23
3

11
1

24
4

12
1

25
5

13
1

26
6

14
1

27
7

15
1

28
8

16
1

29
9

17
1

30
10

18
2

31
11

19
3

32
12

20
4

33
13

21
5



( ) 青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号41
34

14
22

6

35
15

23
7

36
16

24
8

37
17

25
9

38
18

26
10

39
19

27
11

40
20

28
12

41
21

29
13

42
22

30
14

43
23

31
15

44
24

32
16

45
25

33
17

46
26

34
18

47
27

35
19

48
28

36
20

49
29

37
21

50
30

38
21

51
31

39
22

52
32

40
22

53
33

41
23

54
33

41
23

55
33

42
24

56
34

42
24

57
34

43
25

58
34

43
25

59
35

44
25

60
35

44
26

61
35

45
26

62
36

46
26

63
36

47
27

64
36

48
27

65
37

49
27

66
37

50
28

67
38

51
28

68
38

52
28

69
39

53
29

70
39

54
29

71
40

55
30

72
40

56
30

73
41

57
31

74
41

57
31

75
42

58
32

76
42

58
32

77
43

59
33

78
43

59
33

79
44

60
33

80
44

60
34

81
45

61
34

82
45

61
34

83
46

62
35

84
46

62
35

85
47

63
35

86
47

63
36

87
48

64
36



( )

キ
研
究
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 42
88

48
64

36

89
49

65
37

90
49

65

91
49

66

92
49

66

93
50

67

94
50

67

95
50

68

96
50

68

97
51

69

98
51

69

99
51

70

100
51

70

101
52

71

102
52

71

103
52

72

104
52

72

105
53

73

106
53

107
53

108
54

109
54

110
54

111
55

112
55

113
55

114
56

115
56

116
56

117
57

118
57

119
57

120
57

121
58

122
58

123
58

124
58

125
59

126
59

127
59

128
59

129
60

昇
格

後
の

号
給

昇
格
し
た
日
の

前
日
に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

３
級

４
級

５
級

1
1

1
1

1

2
1

1
1

1

3
1

1
1

1

4
1

1
1

1

5
1

1
1

1

6
1

1
1

1

7
1

1
1

1

8
1

1
1

1



( ) 青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号43
9

1
1

1
1

10
1

1
1

1

11
1

1
1

1

12
1

1
1

1

13
1

1
1

1

14
1

1
1

1

15
1

1
1

1

16
1

1
1

1

17
1

1
1

1

18
1

1
2

1

19
1

1
3

1

20
1

1
4

1

21
1

1
5

1

22
1

1
6

2

23
1

1
7

3

24
1

1
8

4

25
1

1
9

5

26
2

1
10

6

27
3

1
11

7

28
4

1
12

8

29
5

1
13

9

30
6

1
14

10

31
7

1
15

11

32
8

1
16

12

33
9

1
17

13

34
10

2
18

14

35
11

3
19

15

36
12

4
20

16

37
13

5
21

17

38
14

6
22

17

39
15

7
23

18

40
16

8
24

18

41
17

9
25

19

42
18

10
26

19

43
19

11
27

20

44
20

12
28

20

45
21

13
29

21

46
22

14
29

21

47
23

15
30

22

48
24

16
30

22

49
25

17
31

23

50
25

17
31

23

51
26

18
32

24

52
26

18
32

24

53
27

19
33

25

54
27

19
34

25

55
28

20
35

26

56
28

20
36

26

57
29

21
37

27

58
30

21
37

27

59
31

22
38

28

60
32

22
38

28

61
33

23
39

29

62
33

23
39

29



( )青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 44
63

34
24

40
29

64
34

24
40

30

65
35

25
41

30

66
35

25
41

30

67
36

26
41

31

68
36

26
42

31

69
37

27
42

31

70
37

27
42

32

71
38

28
43

32

72
38

28
43

32

73
39

29
43

33

74
39

29
44

75
40

30
44

76
40

30
44

77
41

31
45

78
41

31
45

79
42

32
46

80
42

32
46

81
43

33
47

82
43

33
47

83
44

33
48

84
44

34
48

85
45

34
49

86
46

34
49

87
47

35
50

88
48

35
50

89
49

35
51

90
49

36

91
50

36

92
50

36

93
51

37

94
51

37

95
52

37

96
52

38

97
53

38

98
54

38

99
55

39

100
56

39

101
57

39

102
57

40

103
58

40

104
58

40

105
59

41

106
59

41

107
60

41

108
60

42

109
61

42

110
61

42

111
61

43

112
62

43

113
62

43

114
62

44

115
63

44

116
63

44



( )

ク
医
療
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号45
117

63
45

118
64

45

119
64

46

120
64

46

121
65

47

昇
格

後
の

号
給

昇
格
し
た
日
の

前
日
に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

３
級

４
級

1
1

1
1

2
1

1
1

3
1

1
1

4
1

1
1

5
1

1
1

6
1

1
1

7
1

1
1

8
1

1
1

9
1

1
1

10
1

1
1

11
1

1
1

12
1

1
1

13
1

1
1

14
1

1
1

15
1

1
1

16
1

1
1

17
1

1
1

18
1

2
1

19
1

3
1

20
1

4
1

21
1

5
1

22
2

6
1

23
3

7
1

24
4

8
1

25
5

9
1

26
6

10
2

27
7

11
3

28
8

12
4

29
9

13
5

30
10

14
6

31
11

15
7

32
12

16
8

33
13

17
9

34
14

18
10

35
15

19
11

36
16

20
12

37
17

21
13

38
18

22
14

39
19

23
15

40
20

24
16

41
21

25
17

42
22

26
18

43
23

27
19

44
24

28
20

45
25

29
21



( )

ケ
医
療
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 46
46

26
30

22

47
27

31
23

48
28

32
24

49
29

33
25

50
29

34
26

51
29

35
27

52
30

36
28

53
30

37
29

54
30

37
30

55
31

38
31

56
31

38
32

57
31

39
33

58
32

39
34

59
32

40
35

60
32

40
36

61
33

41
37

62
33

41
37

63
34

42
38

64
34

42
38

65
35

43
39

66
43

39

67
44

40

68
44

40

69
45

41

70
45

41

71
45

42

72
46

42

73
46

43

74
46

43

75
47

44

76
47

44

77
47

45

78
48

45

79
48

46

80
48

46

81
49

47

82
49

47

83
49

48

84
50

48

85
50

49

86
50

49

87
51

50

88
51

50

89
51

51

90
52

91
52

92
52

93
53

94
53

95
54

96
54

97
55



( ) 青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号47
昇

格
後

の
号

給
昇
格
し
た
日
の

前
日
に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

1
1

1
1

1
1

1

2
1

1
1

1
1

1

3
1

1
1

1
1

1

4
1

1
1

1
1

1

5
1

1
1

1
1

1

6
1

1
1

1
1

1

7
1

1
1

1
1

1

8
1

1
1

1
1

1

9
1

1
1

1
1

1

10
1

1
1

1
1

1

11
1

1
1

1
1

1

12
1

1
1

1
1

1

13
1

1
1

1
1

1

14
1

1
2

1
1

1

15
1

1
3

1
1

1

16
1

1
4

1
1

1

17
1

1
5

1
1

1

18
1

2
6

2
2

2

19
1

3
7

3
3

3

20
1

4
8

4
4

4

21
1

5
9

5
5

5

22
2

6
10

6
6

6

23
3

7
11

7
7

7

24
4

8
12

8
8

8

25
5

9
13

9
9

9

26
6

10
14

10
10

10

27
7

11
15

11
11

11

28
8

12
16

12
12

12

29
9

13
17

13
13

13

30
10

14
18

14
14

14

31
11

15
19

15
15

15

32
12

16
20

16
16

16

33
13

17
21

17
17

17

34
14

18
22

18
18

18

35
15

19
23

19
19

19

36
16

20
24

20
20

20

37
17

21
25

21
21

21

38
18

22
26

22
22

21

39
19

23
27

23
23

22

40
20

24
28

24
24

22

41
21

25
29

25
25

23

42
22

26
30

26
26

23

43
23

27
31

27
27

24

44
24

28
32

28
28

24

45
25

29
33

29
29

25

46
26

30
34

30
30

25

47
27

31
35

31
31

25

48
28

32
36

32
32

26

49
29

33
37

33
33

26

50
29

34
38

33
33

26

51
30

35
39

34
34

27

52
30

36
40

34
34

27



( )青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 48
53

31
37

41
35

35
27

54
31

38
42

35
35

28

55
32

39
43

36
36

28

56
32

40
44

36
36

28

57
33

41
45

37
37

29

58
34

42
46

38
37

29

59
35

43
47

39
37

30

60
36

44
48

40
38

30

61
37

45
49

41
38

31

62
37

46
50

41
38

31

63
38

47
51

41
39

32

64
38

48
52

42
39

32

65
39

49
53

42
39

33

66
39

50
54

42
40

67
40

51
55

43
40

68
40

52
56

43
40

69
41

53
57

43
41

70
41

53
58

44
41

71
42

54
59

44
42

72
42

54
60

44
42

73
43

55
61

45
43

74
43

55
61

45
43

75
44

56
62

45
44

76
44

56
62

45
44

77
45

57
63

46
45

78
45

57
63

46
45

79
45

58
64

46
46

80
46

58
64

46
46

81
46

59
65

47
47

82
46

59
65

47
47

83
47

60
66

47
48

84
47

60
66

47
48

85
47

61
67

48
49

86
61

67
48

87
61

68
48

88
61

68
48

89
61

69
49

90
62

70
49

91
62

71
49

92
62

72
50

93
62

73
50

94
62

73
50

95
63

74
51

96
63

74
51

97
63

75
51

98
63

75
52

99
63

76
52

100
64

76
52

101
64

77
53

102
64

77
53

103
64

78
54

104
64

78
54

105
65

79
55

106
79



( )

コ
医
療
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号49
107

80

108
80

109
81

110
81

111
82

112
82

113
83

昇
格

後
の

号
給

昇
格
し
た
日
の

前
日
に
受
け
て

い
た
号
給

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

1
1

1
1

1
1

1

2
1

1
1

1
1

1

3
1

1
1

1
1

1

4
1

1
1

1
1

1

5
1

1
1

1
1

1

6
1

1
1

1
1

1

7
1

1
1

1
1

1

8
1

1
1

1
1

1

9
1

1
1

1
1

1

10
1

1
1

1
1

1

11
1

1
1

1
1

1

12
1

1
1

1
1

1

13
1

1
1

1
1

1

14
1

1
2

1
1

1

15
1

1
3

1
1

1

16
1

1
4

1
1

1

17
1

1
5

1
1

1

18
2

1
6

2
1

2

19
3

1
7

3
1

3

20
4

1
8

4
1

4

21
5

1
9

5
1

5

22
6

1
10

6
2

6

23
7

1
11

7
3

7

24
8

1
12

8
4

8

25
9

1
13

9
5

9

26
10

2
14

10
6

10

27
11

3
15

11
7

11

28
12

4
16

12
8

12

29
13

5
17

13
9

13

30
14

6
18

14
10

14

31
15

7
19

15
11

15

32
16

8
20

16
12

16

33
17

9
21

17
13

17

34
18

10
22

18
14

18

35
19

11
23

19
15

19

36
20

12
24

20
16

20

37
21

13
25

21
17

21

38
22

14
26

22
18

22

39
23

15
27

23
19

23

40
24

16
28

24
20

24

41
25

17
29

25
21

25

42
26

18
30

26
22

26

43
27

19
31

27
23

27



( )青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 50
44

28
20

32
28

24
28

45
29

21
33

29
25

29

46
30

22
34

30
26

30

47
31

23
35

31
27

31

48
32

24
36

32
28

32

49
33

25
37

33
29

33

50
34

26
38

34
29

34

51
35

27
39

35
30

35

52
36

28
40

36
30

36

53
37

29
41

37
31

37

54
38

30
42

38
31

38

55
39

31
43

39
32

39

56
40

32
44

40
32

40

57
41

33
45

41
33

41

58
42

34
46

42
33

41

59
43

35
47

43
34

42

60
44

36
48

44
34

42

61
45

37
49

45
35

43

62
46

38
50

46
35

43

63
47

39
51

47
36

44

64
48

40
52

48
36

44

65
49

41
53

49
37

45

66
50

42
54

50
37

46

67
51

43
55

51
38

47

68
52

44
56

52
38

48

69
53

45
57

53
39

49

70
54

46
58

53
39

71
55

47
59

54
40

72
56

48
60

54
40

73
57

49
61

55
41

74
58

50
62

55
41

75
59

51
63

56
41

76
60

52
64

56
42

77
61

53
65

57
42

78
62

54
66

58
42

79
63

55
67

59
43

80
64

56
68

60
43

81
65

57
69

61
43

82
65

58
70

61
44

83
66

59
71

62
44

84
66

60
72

62
44

85
67

61
73

63
45

86
67

62
74

63
45

87
68

63
75

64
45

88
68

64
76

64
46

89
69

65
77

65
46

90
70

66
78

65
46

91
71

67
79

66
47

92
72

68
80

66
47

93
73

69
81

67
47

94
74

70
82

67

95
75

71
83

68

96
76

72
84

68

97
77

73
85

69



( ) 青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号51
98

77
74

85
70

99
78

75
86

71

100
78

76
86

72

101
79

77
87

73

102
79

78
87

73

103
80

79
88

74

104
80

80
88

74

105
81

81
89

75

106
81

81
90

75

107
81

81
91

76

108
82

82
92

76

109
82

82
93

77

110
82

82
94

78

111
83

83
95

79

112
83

83
96

80

113
83

83
97

81

114
84

84
98

115
84

84
99

116
84

84
100

117
85

85
101

118
85

85
101

119
85

85
102

120
85

86
102

121
86

86
103

122
86

86
103

123
86

87
104

124
86

87
104

125
87

87
105

126
87

88

127
87

88

128
87

88

129
88

89

130
88

89

131
88

89

132
88

90

133
89

90

134
89

90

135
89

91

136
90

91

137
90

91

138
90

92

139
91

92

140
91

92

141
91

93

142
92

93

143
92

93

144
92

94

145
93

94

146
93

94

147
93

95

148
93

95

149
94

95

150
94

96

151
94

96



( )

備
考

こ
れ
ら
の
表
の
昇
格
後
の
号
給
欄
中
｢２
級
｣
等
と
あ
る
の
は
､
そ
の
者
が
昇
格
し
た
職
務

の
級
を
示
す
｡

別
表
第
七
の
二
昇
給
号
給
数
表
(第
三
十
六
条
関
係
)

備
考１
こ
の
表
に
定
め
る
上
段
の
号
給
数
は
条
例
第
４
条
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

以
外
の
特
定
職
員
に
､
中
段
の
号
給
数
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
一
般

職
員
に
､
下
段
の
号
給
数
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
適
用
す
る
｡

２
前
項
の
｢特
定
職
員
｣
と
は
､
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級

が
７
級
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
第
３
５
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
､
｢一
般
職
員
｣
と
は
､

特
定
職
員
以
外
の
職
員
を
い
う
｡

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 52
152

94
96

153
95

97

154
95

155
95

156
95

157
96

158
96

159
96

160
96

161
97

162
97

163
97

164
98

165
98

166
98

167
99

168
99

169
99

昇
給
区
分

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

昇
給
の
号
給
数

８
号
給
以
上

６
号
給

３
号
給

２
号
給

８
号
給
以
上

６
号
給

４
号
給

２
号
給

４
号
給
以
上

３
号
給

２
号
給

１
号
給



( )

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

改
正
条
例
附
則
第
二
項
適
用
職
員
の
在
級
年
数
等
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第

九
号)

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
平
成
十
八
年
四
月
一
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い

う
。)

に
お
け
る
職
務
の
級
を
定
め
ら
れ
た
職
員

(

当
該
職
務
の
級
を
行
政
職
給
料
表
の
十
級
に

定
め
ら
れ
た
職
員
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

｢

改
正
条
例
附
則
第
二
項
適
用
職
員｣

と
い
う
。)

の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

(

以
下

｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

別
表
第
二
の
級
別

資
格
基
準
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
、
そ
の
者
の
当
該
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
職
務
の
級
に
在
級
す
る
期
間
に
通
算
す
る
。

一

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

旧

級｣

と
い
う
。)

が
行
政
職
給
料
表
の
二
級
若
し
く
は
五
級
又
は
警
察
職
給
料
表
の
五
級
で
あ
っ

た
職
員

旧
級
及
び
旧
級
の
一
級
下
位
の
職
務
の
級
に
施
行
日
の
前
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し

て
い
た
期
間

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

旧
級
に
施
行
日
の
前
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た

期
間

３

改
正
条
例
附
則
第
二
項
適
用
職
員
に
係
る
施
行
日
以
後
の
職
務
の
級
の
一
級
上
位
の
職
務
の
級

へ
の
昇
格

(

施
行
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。)

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中

｢

現
に
属
す
る
職
務
の
級
に
一
年

以
上｣

と
あ
る
の
は
、

｢

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の

級

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

旧
級｣

と
い
う
。)

が
、
行
政
職
給
料
表
の
二
級
若
し
く
は
五
級

又
は
警
察
職
給
料
表
の
五
級

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

特
定
の
職
務
の
級｣

と
い
う
。)

で
あ

つ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
旧
級
及
び
旧
級
の
一
級
下
位
の
職
務
の
級
並
び
に
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
号)

附
則
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
職
務
の
級

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

新
級｣

と
い
う
。)

に
通
算
一

年
以
上
、
旧
級
が
同
条
例
附
則
別
表
第
一
の
旧
級
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
特
定
の
職

務
の
級
以
外
の
も
の
で
あ
つ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
旧
級
及
び
新
級
に
通
算
一
年
以
上｣

と
す
る
。

(

施
行
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
の
特
例)

４

施
行
日
に
昇
格
又
は
降
格
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
昇
格
又
は
降
格
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
に
そ
の
者
が
施
行
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
を
施
行
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と

み
な
し
て
新
規
則
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部
改
正)

５

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
三
年
三
月
八
日
公
布)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出

し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部
改
正)

６

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
二
年
十
二
月
二
十
六
日
公
布)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
か
ら
附
則
第
五
項
ま
で
を
削
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部
改
正)

７

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
八
年
十
二
月
二
十
四
日
公
布)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
附
則
第
十
四
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見

出
し
を
削
り
、
同
項
中

｢
(

以
下

｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

｣

を
削
り
、
同
項
の
項
番
号

を
削
る
。

附
則
別
表
第
一
か
ら
附
則
別
表
第
三
ま
で
を
削
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部
改
正)

８

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十
三
年
二
月
二
十
三
日
公
布)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
附
則
第
八
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出

し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
一(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号53



( )

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
一

(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
一

(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
小
学
校
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢
を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
一
の
中
学
校
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣
別
表
第
二
の
小
学
校
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 54

奥

入

瀬

小

学

校

織

笠

小

学

校

根

井

小

学

校

谷

地

頭

小

学

校

十
和
田
市
大
字
法
量
字
尻
貝
下
三
七

三
沢
市
織
笠
四
丁
目
二
六
九
二
の
一

三
沢
市
根
井
一
丁
目
九
四
の
一

三
沢
市
谷
地
頭
一
丁
目
一
七
五
二
の
一

奥

入

瀬

小

学

校

お
お
ぞ
ら
小
学
校

十
和
田
市
大
字
法
量
字
尻
貝
下
三
七

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
一
〇
八
四
の

三
三

小

泊

小

学

校

下

前

小

学

校

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
砂
山
一

〇
七
六
の
一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
漆
流
三

六
の
一

小

泊

小

学

校

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
砂
山
一

〇
七
六
の
一

原

田

小

学

校

清

水

頭

小

学

校

鳥

舌

内

小

学

校

鳥

谷

小

学

校

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
原
田
五
九

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
清
水
頭
一

八三
戸
郡
南
部
町
大
字
鳥
舌
内
字
七
ツ
役

二
の
一

三
戸
郡
南
部
町
大
字
鳥
谷
字
青
鹿
長
根

二
七

清

水

頭

小

学

校

名

川

南

小

学

校

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
清
水
頭
一

八三
戸
郡
南
部
町
大
字
鳥
谷
字
太
田
三

戸

鎖

小

学

校

中

志

小

学

校

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
後
川
目

四
二
の
四

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
家
ノ
上

一
二
六

戸

鎖

小

学

校

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
後
川
目

四
二
の
四

白

糠

小

学

校

磯

谷

小

学

校

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
下
馬
坂
八

一
の
一

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
磯
谷
一
〇

二

白

糠

小

学

校

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
下
馬
坂
八

一
の
一

十
和
田
湖
小
学
校

長

後

小

学

校

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
一
六

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
長
後
川
目

二
二

十
和
田
湖
小
学
校

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
一
六

泊

中

学

校

室
ノ
久
保
中
学
校

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
六
一

一
の
一

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
川
向
三

〇
の
一
二

泊

中

学

校

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
六
一

一
の
一

南

部

中

学

校

磯

谷

中

学

校

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
赤
平
七
四

四下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
磯
谷
一
〇

二

南

部

中

学

校

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
赤
平
七
四

四

十
和
田
湖
中
学
校

長

後

中

学

校

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
四
二
〇

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
長
後
川
目

二
二

十
和
田
湖
中
学
校

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
四
二
〇

松

陽

小

学

校

六

川

目

小

学

校

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字
砂
土
路
一
四
の
一

六
一

三
沢
市
六
川
目
二
丁
目
一
〇
〇
の
七

松

陽

小

学

校

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字
砂
土
路
一
四
の
一

六
一



( )
｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
三
の
小
学
校
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
五

(

復
職
時
等
に
お
け
る
給
料
月
額
の
調
整)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
五

(

復
職
時
等
に
お
け
る
給
料
月
額
の
調
整)
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
五

(

復
職
時
等
に
お
け
る
給
料
月
額
の
調
整)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

題
名
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中

｢

給
料
月
額
の
調
整
等｣

を

｢

号
給
の
調
整｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
、

｢
(

以
下

｢

調
整
期
間｣

と
い
う
。)

｣

を
削
り
、

｢

又
は

復
職
等
の
日
か
ら
一
年
以
内
の
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

第
三
十
五
条
に
定
め
る
昇
給
の
時
期
に
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
給
料
月
額
を
調
整｣

を

｢

及
び
復
職
等
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の
昇
給
日(

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九(

初
任
給
、
昇
格
、

昇
給
等
の
基
準)

第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
昇
給
日
を
い
う
。)

又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
に
人
事

委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給｣

に
改
め
、
同
条
第
二

項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中

｢

給
料
月
額
の
調
整
等｣

を

｢

号
給
の
調
整｣

に
、

｢

前

三
項｣

を

｢

前
項｣

に
、

｢

こ
れ
ら｣

を

｢

同
項｣

に
、

｢

給
料
月
額
を
調
整
し
、
又
は
昇
給
期
間

を
短
縮｣

を

｢

号
給
を
調
整｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

別
表
の
備
考
第
一
項
を
削
り
、
同
表
の
備
考
第
二
項
を
同
表
の
備
考
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
職
以
外
の
職
で
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

地
域
以
外
の
地
域
に
所
在
す
る
公
署

(

同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
公
署
を
除
く
。)

に
置
か
れ
る
も
の
又
は
条
例
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
級
地
が
五
級
地
若
し
く

は
六
級
地
と
さ
れ
る
地
域
に
所
在
す
る
公
署

(

当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
、
三
級
地
又
は

四
級
地
と
さ
れ
る
公
署
を
除
く
。)

若
し
く
は
当
該
級
地
が
五
級
地
若
し
く
は
六
級
地
と
さ
れ

る
公
署
に
置
か
れ
る
職

四

条
例
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
級
地
が
四
級
地
と
さ
れ
る
地
域
に
所
在
す
る

公
署

(

当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
又
は
三
級
地
と
さ
れ
る
公
署
を
除
く
。)

又
は
当
該
級

地
が
四
級
地
と
さ
れ
る
公
署
に
置
か
れ
る
職

五

条
例
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
若
し
く
は
三
級
地

と
さ
れ
る
地
域
に
所
在
す
る
公
署
又
は
当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
若
し
く
は
三
級
地
と
さ

れ
る
公
署
に
置
か
れ
る
職

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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関

根

橋

小

学

校

蓮

川

小

学

校

兼

館

小

学

校

筒

木

坂

小

学

校

む
つ
市
大
畑
町
正
津
川
大
畑
道
三
一
の
四

つ
が
る
市
木
造
蓮
川
宝
船
二
九

つ
が
る
市
木
造
兼
館
佐
野
八
二

つ
が
る
市
木
造
筒
木
坂
鳥
谷
沢
一
六

関

根

橋

小

学

校

む
つ
市
大
畑
町
正
津
川
大
畑
道
三
一
の
四

島

守

小

学

校

館

岡

小

学

校

八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
小
平
一
五
の
一

つ
が
る
市
木
造
館
岡
上
沢
辺
一
四
四
の
一
八

島

守

小

学

校

八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
小
平
一
五
の
一



( )

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

(

第
二
条
関
係)
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区

分

職

支
給
割
合

知
事
の
事
務
部
局

本
庁
部
長

行
政
改
革
・
危
機
管
理
監

医
師
確
保
対
策
監

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長

地
域
県
民
局
長

中
央
病
院
長

中
央
病
院
副
院
長

百
分
の
二
十

五

本
庁
理
事

地
域
連
携
推
進
監

並
行
在
来
線
調
整
監

観
光
局
長

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
長

水
産
局
長

東
京
事
務
所
長

保
健
大
学
事
務
局
長

中
央
病
院
看
護
局
長

中
央
病
院
事
務
局
長

百
分
の
二
十

三

本
庁
部
次
長

百
分
の
二
十

環
境
再
生
対
策
監

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
次
長

副
出
納
長

中
央
病
院
医
療
局
長

中
央
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
長

つ
く
し
が
丘
病
院
長

参
事

県
土
整
備
企
画
監

本
庁
室
長�

職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
八
級
の
も
の�

�
�

�

に
限
る
。

�

本
庁
課
長�

人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る�

�
�

�

も
の
に
限
る
。

�

地
域
県
民
局
地
域
連
携
室
長

地
域
県
民
局
の
部
長�

支
給
割
合
百
分
の
十
六
の
も�

�
�

�

の
を
除
く
。

�

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
所
長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長

保
健
大
学
副
学
長

中
央
病
院
事
務
局
次
長

つ
く
し
が
丘
病
院
事
務
局
長

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

八
戸
工
科
学
院
長

農
林
水
産
事
務
所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー

所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
長

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

県
土
整
備
事
務
所
長

百
分
の
十
八

本
庁
課
長(

支
給
割
合
百
分
の
十
八
の
も
の
を
除
く
。)

本
庁
室
長�

支
給
割
合
百
分
の
二
十
三
及
び
百
分
の�

�
�

�

十
八
の
も
の
を
除
く
。

�

百
分
の
十
六
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チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
長
補
佐

地
域
県
民
局
県
税
部
長

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
総
務
企
画
室
長

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
長

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
福
祉
総
室
長

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
相
談
総
室
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
次
長

下
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
下
北
地
方
漁
港
漁

場
整
備
事
務
所
長

地
域
県
民
局
地
域
整
備
部�

支
給
割
合
百
分
の
十
二�

�
�

次
長

�

の
も
の
を
除
く
。

�

三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
長

東
京
事
務
所
次
長

県
税
事
務
所
長

消
防
学
校
長

鉄
道
管
理
事
務
所
長

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
次
長

原
子
力
セ
ン
タ
ー
所
長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
総
務
企
画
室
長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
保
健
部
長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
福
祉
部
長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
こ
ど
も
相
談
部
長

上
北
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
保
健
部
次
長

保
健
大
学
学
部
長

保
健
大
学
健
康
科
学
研
究
科
長

保
健
大
学
学
生
部
長

保
健
大
学
附
属
図
書
館
長

保
健
大
学
健
康
科
学
教
育
セ
ン
タ
ー
長

保
健
大
学
健
康
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長

保
健
大
学
事
務
局
次
長

中
央
病
院
医
療
局
の
次
長
並
び
に
科
の
長
並
び
に
臨
床

検
査
部
、
集
中
治
療
部
、
輸
血
部
及
び
薬
剤
部
の
長

中
央
病
院
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
の
部
の
長

中
央
病
院
看
護
局
次
長

つ
く
し
が
丘
病
院
副
院
長

つ
く
し
が
丘
病
院
医
務
局
長

つ
く
し
が
丘
病
院
医
務
局
部
長

つ
く
し
が
丘
病
院
看
護
局
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
長

田
舎
館
食
肉
衛
生
検
査
所
長

女
性
相
談
所
長

子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い
所
長

障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
所
長

あ
す
な
ろ
医
療
療
育�

医
療
職
給
料
表
�
を
適
用
さ�

�
�

セ
ン
タ
ー
次
長

�

れ
る
も
の
に
限
る
。

�

さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
所
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
次
長

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
八
戸
地
域
技
術
研
究
所
長

高
等
技
術
専
門
校
長

弘
前
高
等
技
術
専
門
校
つ
が
る
校
長

八
戸
工
科
学
院
三
沢
校
長

障
害
者
職
業
訓
練
校
長

農
林
水
産
事
務
所
次
長

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
青
森
家
畜
保
健
衛
生
所
長

農
林
水
産
事
務
所
漁
港
漁�

支
給
割
合
百
分
の
十
二�

�
�

場
整
備
事
務
所
長

�

の
も
の
を
除
く
。

�

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
次
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畑
作
園
芸
試
験
場
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
21
あ
お
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も
り
所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
り
ん
ご
試
験
場
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
林
業
試
験
場
長

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
増
養
殖
研
究
所
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
次
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
下
北
ブ
ラ
ン
ド
研
究
開

発
セ
ン
タ
ー
所
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
農
産
物
加
工
指
導
セ
ン

タ
ー
所
長

農
業
大
学
校
長

営
農
大
学
校
長

県
土
整
備
事
務
所
次
長�
支
給
割
合
百
分
の
十
二
の�

�
�

�
も
の
を
除
く
。

�

青
森
空
港
管
理
事
務
所
長

青
森
県
土
整
備
事
務
所
青
森
港
管
理
所
長

五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
鰺
ケ
沢
道
路
河
川
事
業
所

長総
括
副
参
事

企
画
調
整
報
道
監�

職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級�

�
�

�

の
も
の
に
限
る
。

�

総
務
事
務
集
中
化
推
進
監

建
築
工
事
総
括
検
査
監

Ｉ
Ｔ
専
門
監

報
道
監

医
育
環
境
整
備
監

農
林
建
築
総
括
指
導
監

産
業
立
地
推
進
監

総
括
研
究
管
理
監

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
総
務
室
長

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
総
合
企
画
室
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
総
合
企
画
室
長

百
分
の
十
四

地
域
県
民
局
県
税
部
次
長

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
次
長

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
福
祉
総
室
次
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
水
産
事
務
所
長

三
八
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
三
八
地
方
漁
港
漁

場
整
備
事
務
所
長

地
域
県
民
局
地
域
整
備�

職
務
の
級
行
政
職
給
料
表�

�
�

部
次
長

�

六
級
の
も
の
に
限
る
。

�

中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
目
屋
ダ
ム
管
理
所
長

県
税
事
務
所
次
長

鉄
道
管
理
事
務
所
次
長

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
環
境
管
理
事
務
所
長

原
子
力
セ
ン
タ
ー
次
長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ�

支
給
割
合
百
分
の
十
六�

�
�

ー
保
健
部
次
長

�

の
も
の
を
除
く
。

�

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
福
祉
部
次
長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
こ
ど
も
相
談
部
次
長

保
健
医
長

中
央
病
院
看
護
指
導
監

つ
く
し
が
丘
病
院
看
護
局
次
長

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
次
長

女
性
相
談
所
次
長

あ
す
な
ろ
医
療
療
育�

支
給
割
合
百
分
の
十
六
の
も�

�
�

セ
ン
タ
ー
次
長

�

の
を
除
く
。

�

さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
次
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

精
神
保
健
医
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
次
長

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
弘
前
地
域
技
術
研
究
所
長

高
等
技
術
専
門
校
教
頭

八
戸
工
科
学
院
副
学
院
長

百
分
の
十
二
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農
林
水
産
事
務
所
水
産
事
務
所
長

農
林
水
産
事
務
所
家
畜
保�

支
給
割
合
百
分
の
十
六�

�
�

健
衛
生
所
長

�

の
も
の
を
除
く
。

�

農
林
水
産
事
務
所
漁
港�

職
務
の
級
行
政
職
給
料
表�

�
�

漁
場
整
備
事
務
所
長

�

六
級
の
も
の
に
限
る
。

�

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
り
ん
ご
試
験
場
県
南
果
樹
研

究
セ
ン
タ
ー
所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
和
牛
改
良
技
術

セ
ン
タ
ー
所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
和
牛
改
良
資
源

セ
ン
タ
ー
所
長

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
次
長

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
内
水
面
研
究
所
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
農
産
物
加
工
指
導
セ
ン

タ
ー
つ
が
る
農
産
物
加
工
セ
ン
タ
ー
所
長

農
業
大
学
校
教
頭

営
農
大
学
校
教
頭

海
洋
学
院
長

県
土
整
備
事
務
所
次
長�

職
務
の
級
行
政
職
給
料
表�

�
�

�

六
級
の
も
の
に
限
る
。

�

青
森
県
土
整
備
事
務
所
駒
込
ダ
ム
建
設
所
長

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
む
つ
小
川
原
港
管
理
所
長

青
森
空
港
管
理
事
務
所
次
長

副
参
事

企
画
調
整
報
道
監�

支
給
割
合
百
分
の
十
四
の
も
の�

�
�

�

を
除
く
。

�

私
学
振
興
推
進
監

土
木
工
事
検
査
監

建
築
工
事
検
査
監

設
備
工
事
検
査
監

環
境
影
響
評
価
指
導
監

百
分
の
十

薬
事
指
導
監

医
療
指
導
監

七
里
長
浜
港
利
用
促
進
監

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
総
務
室
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
普
及
指
導
室
長

地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
総
務
室
長

税
務
調
査
監

研
究
調
整
監

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
総
務
室
長

衛
生
指
導
監

歯
科
衛
生
推
進
監

監
査
指
導
監

保
健
大
学
学
科
長

保
健
大
学
人
間
総
合
科
学
科
目
主
任
教
授

保
健
大
学
健
康
科
学
教
育
セ
ン
タ
ー
の
科
の
長

保
健
大
学
健
康
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
開
発
科
長

保
健
大
学
事
務
局
総
務
課
長

中
央
病
院
事
務
局
総
務
課
長

中
央
病
院
事
務
局
管
理
調
達
課
長

つ
く
し
が
丘
病
院
事
務
局
次
長

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
総
合
企
画
室
長

生
涯
職
業
能
力
開
発
推
進
監

り
ん
ご
生
産
指
導
監

農
産
園
芸
推
進
監

畜
産
推
進
監

林
務
調
整
監

農
村
整
備
調
整
監

農
林
水
産
事
務
所
総
務
室
長

農
林
水
産
事
務
所
普
及
指
導
室
長

総
務
管
理
監

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
企
画
経
営
室
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
病
害
虫
防
除
室
長
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農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畑
作
園
芸
試
験
場
病
害
虫
防

除
室
長

農
業
大
学
校
教
授

用
地
専
門
監

工
事
調
整
監

建
築
調
整
監

県
土
整
備
事
務
所
総
務
室
長

世
増
ダ
ム
管
理
監

白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
三
戸
支
所
長

農
林
水
産
事
務
所
水
産
業
改
良
普
及
所
長

百
分
の
八

議
会
の
事
務
部
局

事
務
局
長

百
分
の
二
十

三

事
務
局
次
長

参
事

百
分
の
十
八

課
長

図
書
室
長

百
分
の
十
六

総
括
副
参
事

百
分
の
十
四

副
参
事

百
分
の
十

監
査
委
員
の
事
務

部
局

事
務
局
長

百
分
の
二
十

三

課
長

百
分
の
十
六

副
参
事

百
分
の
十

選
挙
管
理
委
員
会

の
事
務
部
局

事
務
局
次
長

百
分
の
十
六

人
事
委
員
会
の
事

務
部
局

事
務
局
長

百
分
の
二
十

三

課
長

百
分
の
十
六

労
働
委
員
会
の
事

務
部
局

事
務
局
長

百
分
の
二
十

三

事
務
局
次
長

百
分
の
十
八

課
長

百
分
の
十
六

副
参
事

百
分
の
十

海
区
漁
業
調
整
委

員
会
の
事
務
部
局

事
務
局
長

百
分
の
十
六

教
育
委
員
会
の
事

務
部
局

理
事

図
書
館
長

総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

百
分
の
二
十

三

教
育
次
長

百
分
の
二
十

参
事

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
所
長

近
代
文
学
館
長

郷
土
館
長

百
分
の
十
八

本
庁
課
長

教
育
事
務
所
長

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
次
長

図
書
館
副
館
長

少
年
自
然
の
家
所
長

総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
副
所
長

総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
副
所
長

郷
土
館
副
館
長

百
分
の
十
六

総
括
副
参
事

百
分
の
十
四

県
立
学
校
課
特
別
支
援
教
育
室
長

百
分
の
十
二
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ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
全
国
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
祭
準
備
室
長

文
化
財
保
護
課
三
内
丸
山
遺
跡
対
策
室
長

副
参
事

企
画
調
整
報
道
監

郷
土
館
課
長

百
分
の
十

県
立
高
等
学
校
、

県
立
盲
学
校
、
県

立
聾
学
校
、
県
立

養
護
学
校
、
市
町

村
立
学
校
職
員
給

与
負
担
法

(

昭
和

二
十
三
年
法
律
第

百
三
十
五
号)

第

一
条
及
び
第
二
条

に
規
定
す
る
学
校

校
長

百
分
の
十
二

(

人
事
委
員

会
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
に
あ

つ
て
は
百
分

の
十
六
又
は

百
分
の
十
四)

教
頭

事
務
長�

職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
六
級
の
も
の
に�

�
�

�

限
る
。

�

百
分
の
十

(

教
頭
の
う

ち
人
事
委
員

会
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
に
あ

つ
て
は
百
分

の
十
二
又
は

百
分
の
八)

分
校
主
事
で
あ
る
教
諭

事
務
長

(

支
給
割
合
百
分
の
十
の
も
の
を
除
く
。)

百
分
の
八

警
察

本
部
部
長

特
務
参
事
官

首
席
監
察
官

首
席
参
事
官

警
察
学
校
長

百
分
の
二
十

警
察
署
長�

職
務
の
級
警
察
職
給
料
表
九
級
の
も
の�

�
�

�

に
限
る
。

�

参
事
官

参
事

警
察
署
長�

職
務
の
級
警
察
職
給
料
表
八
級
の
も
の�

�
�

�

に
限
る
。

�

百
分
の
十
八

本
部
課
長

科
学
捜
査
研
究
所
長

監
察
官

理
事
官

管
理
官

機
動
捜
査
隊
長

機
動
隊
長

交
通
機
動
隊
長

高
速
道
路
交
通
警
察
隊
長

警
察
学
校
副
校
長

警
察
署
長�

支
給
割
合
百
分
の
二
十
及
び
百
分
の
十�

�
�

�

八
の
も
の
を
除
く
。

�

警
察
署
副
署
長�

青
森
警
察
署
、
八
戸
警
察
署
及
び�

�
�

�

弘
前
警
察
署
の
副
署
長
に
限
る
。�

百
分
の
十
六

総
括
副
参
事

総
括
研
究
管
理
官

警
察
署
副
署
長�

支
給
割
合
百
分
の
十
六
及
び
百
分�

�
�

�

の
十
二
の
も
の
を
除
く
。

�

百
分
の
十
四

監
査
室
長

組
織
犯
罪
対
策
特
別
捜
査
隊
長

調
査
官

警
察
署
副
署
長�

職
務
の
級
警
察
職
給
料
表
六
級
の�

�
�

�

も
の
に
限
る
。

�

百
分
の
十
二

施
設
調
査
官

百
分
の
十



( )

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

八
〇

(
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

八
〇

(

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当)

の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

八
〇

(

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
一
号
中

｢

十
級
又
は
十
一
級｣

を

｢

八
級
以
上｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

十

級｣

を

｢

九
級｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

｢

三
級
又
は
四
級｣

を

｢

三
級
以
上｣
に
改
め
る
。

第
五
条
の
三
第
一
項
中

｢

四
級｣

を

｢

三
級｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中

｢

第
十
四
条｣

の
下
に

｢

及
び
第
十
四
条
の
二｣

を
加
え
、

｢

同
条｣

を

｢
第
十
四
条

か
ら
第
十
四
条
の
二
の
二
ま
で｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
十
四
条
の
二
の
三
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出

し
と
し
て

｢
(

期
末
特
別
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員)

｣

を
付
す
る
。

第
十
四
条
を
削
る
。

第
十
三
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
三
条
を
加
え
る
。

(

勤
勉
手
当
の
成
績
率)

第
十
四
条

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

(

次
条
に
お
い
て

｢

再
任
用
職
員｣

と
い

う
。)

以
外
の
職
員
の
成
績
率
は
、
当
該
職
員
の
職
務
に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
よ

る
勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
任

命
権
者
は
、
そ
の
所
属
の
条
例
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の

事
情
に
よ
り
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員

百
の
八
十
六
以
上
百
分
の
百
四
十
五
以
下

(

条
例
第
十
九

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
幹
部
職
員(

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て｢

特
定
幹
部
職
員｣

と
い
う
。)

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十
一
以
上
百
分
の
百
八
十
五
以
下)

二

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

百
分
の
七
十
八
・
五
以
上
百
分
の
八
十
六
未
満

(

特
定
幹
部
職

員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
一
以
上
百
分
の
百
十
一
未
満)

三

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員

百
分
の
七
十
一

(

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
九
十

一)

四

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員

百
分
の
七
十
一
未
満

(

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百

分
の
九
十
一
未
満)

２

前
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

｢

百
分
の
七
十
一｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
七
十
一
以
上
百
分
の
七
十
二
・
五
以
下｣

と
、

｢

百
分
の
九
十
一｣

と
あ
る
の
は

｢

百

分
の
九
十
一
以
上
百
分
の
九
十
二
・
五
以
下｣

と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
成
績
率
を
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
定
め
る

場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
成
績
率
を
定
め
る
者
の
数
に
つ
い
て
基
準

と
な
る
割
合
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

第
十
四
条
の
二

再
任
用
職
員
の
成
績
率
は
、
当
該
職
員
の
職
務
に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る

者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
三
十
五
超

(

特
定

幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
四
十
五
超)

、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分

の
四
十
超

(

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
超)

二

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
三
十
五

(

特
定
幹

部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
四
十
五)

、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
四

十

(

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十)

三

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
三
十
五
未
満

(

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
四
十
五
未
満)

、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
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て
は
百
分
の
四
十
未
満

(

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
未
満)

２

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
成
績
率
を
定
め
る
場
合
に
準
用

す
る
。

第
十
四
条
の
二
の
二

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の
項
中

｢

十
一
級
及
び
十
級｣

を

｢

八
級
以
上｣

に
、

｢

九
級
及
び
八

級｣

を

｢

七
級
及
び
六
級｣

に
、

｢

七
級
及
び
六
級｣

を

｢

五
級
及
び
四
級｣

に
、

｢

五
級
及
び
四

級｣

を

｢

三
級｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
警
察
職
給
料
表
の
項
中

｢

十
級｣

を

｢

九
級｣

に
、

｢

九
級
及
び
八
級｣

を

｢

八
級
及

び
七
級｣

に
、

｢

七
級
及
び
六
級｣
を

｢

六
級
及
び
五
級｣

に
改
め
、

｢

五
級
及
び｣

を
削
り
、

｢

並
び
に｣

を

｢

及
び｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
海
事
職
給
料
表
の
項
中

｢

五
級
及
び
四
級｣

を

｢

四
級
以
上｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
医
療
職
給
料
表
�
の
項
中

｢

四
級
及
び
三
級｣

を

｢

三
級
以
上｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
医
療
職
給
料
表
�
の
項
中

｢

七
級
及
び
六
級｣

を

｢

六
級
以
上｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
医
療
職
給
料
表
�
の
項
中

｢

七
級
及
び
六
級｣
を

｢

六
級
以
上｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中

｢

、
第
九
条
の
四｣

を
削
り
、

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

条
例
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当)

第
二
条

条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
は
、
別
表
に
掲
げ
る
地
域

と
す
る
。

第
三
条

条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
の
地
域
手
当
の
級
地
は
、
別
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条
の
二
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
削
る
。

第
七
条
中

｢

、
第
九
条
の
三
又
は
第
九
条
の
四｣

を

｢

又
は
第
九
条
の
三｣

に
、

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
、

｢

も
つ
て｣

を

｢

も
っ
て｣

に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
八
条
中

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

(

第
二
条
、
第
三
条
関
係)

備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の

名
称
を
有
す
る
市
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ

の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に

よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
条
例
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
域
手

当
の
支
給
割
合)

２

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十

六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
九
条
の
二
第
二
項
各
号
の

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
附
則
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

(

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
条
例
第
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
地
域
手

当
の
支
給
割
合)

３

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
条
例
第
九
条
の
三
の
人
事
委
員
会
規
則
で
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( )

定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
一
と
す
る
。

(

地
域
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置)

４

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第

九
号
。
以
下

｢

平
成
十
八
年
改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
例

に
よ
り
地
域
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
人
事
委
員
会
規

則
七－

九
五

(
調
整
手
当)

第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

｢

条
例｣

と
あ
る
の

は

｢

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例

第
九
号)

附
則
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
条
例｣

と
、

｢

別
表｣
と
あ
る
の
は

｢

人
事
委
員
会
規
則
七－

九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
公
布)

に
よ
る
改
正
前
の
別
表｣

と
、

同
条
第
一
号
中

｢

一
年
以
上
二
年
未
満

一
年｣

と
あ
る
の
は

｢

一
年
以
上
二
年
未
満

当
該
異

動
等
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間｣

と
、
同
条
第
二
号
中

｢

二
年
以
上

二
年｣

と
あ
る
の
は

｢

二
年
以
上

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
又
は
平
成
十
九
年
三
月

三
十
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
期
間｣

と
す
る
。

(

端
数
計
算)

５

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
地
域
手
当
の
月
額
と
す
る
。
条
例

第
十
七
条
、
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
九
条
の
四
第
三
項
並
び
に
第
十
九
条
の
五
第

五
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

(

雑
則)

６

前
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委

員
会
が
定
め
る
。

附
則
別
表

(

附
則
第
二
項
関
係)

備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の

名
称
を
有
す
る
市
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ

の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に

よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
○
九

(

住
居
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
○
九

(

住
居
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
○
九

(

住
居
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
九
条
の
五｣

を

｢

第
九
条
の
四｣

に
改
め
、
第
二
条
中

｢

第
九
条
の
五
第
一
項
第

一
号｣

を

｢

第
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号｣

に
改
め
、
第
三
条
及
び
第
四
条
中

｢

第
九
条
の
五
第
一

項
第
二
号｣

を

｢

第
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号｣

に
改
め
、
第
四
条
の
二
及
び
第
四
条
の
三
中

｢

第

九
条
の
五
第
一
項
第
三
号｣

を

｢

第
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号｣

に
改
め
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま

で
の
規
定
中

｢

第
九
条
の
五
第
一
項｣

を

｢

第
九
条
の
四
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
一
一

(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－
一
一
一

(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 64

支
給
割
合

支
給
地
域

百
分
の
十
三

特

別

区

百
分
の
十
一

名
古
屋
市

大

阪

市

百
分
の
十

横
須
賀
市

百
分
の
七

福

岡

市

百
分
の
四

仙

台

市

百
分
の
三

札

幌

市

百
分
の
一

多
賀
城
市



( )

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
一
一

(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

特
地
公
署

(

第
二
条
関
係)

別
表
第
二

準
特
地
公
署

(

第
二
条
関
係)

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号65

公

署

所

在

地

級

別

区

分

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策

局
職
員
六
ケ
所
村
駐
在

原
子
力
セ
ン
タ
ー

原
子
力
セ
ン
タ
ー
職
員

東
通
村
駐
在

十
和
田
県
土
整
備
事
務

所
む
つ
小
川
原
港
管
理

所

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹

崎
五
二
一
の
二

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹

崎
四
〇
〇
の
一

下
北
郡
東
通
村
大
字
砂
子
又
字
沢

内
五
の
三
四

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹

崎
五
二
一
の
二

一
級
地

青
森
警
察
署
東
田
沢
警

察
官
駐
在
所

外
ヶ
浜
警
察
署
平
舘
警

察
官
駐
在
所

大
間
警
察
署

大
間
警
察
署
佐
井
警
察

官
駐
在
所

大
間
警
察
署
下
風
呂
警

察
官
駐
在
所

大
間
警
察
署
易
国
間
警

察
官
駐
在
所

む
つ
警
察
署
脇
野
沢
警

察
官
駐
在
所

む
つ
警
察
署
砂
子
又
警

察
官
駐
在
所

野
辺
地
警
察
署
尾
駮
交

番野
辺
地
警
察
署
平
沼
警

察
官
駐
在
所

野
辺
地
警
察
署
千
歳
平

警
察
官
駐
在
所

鰺
ケ
沢
警
察
署
驫
木
警

察
官
駐
在
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字

田
沢
二
の
二

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
根
岸

湯
の
沢
一
の
六

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間

五
四
の
一

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
八
幡

堂
一
六
の
二

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字

畑
尻
ノ
下
八
三
の
一

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字

大
川
目
一
一
九

む
つ
市
脇
野
沢
本
村
二
三

下
北
郡
東
通
村
大
字
砂
子
又
字
高

山
五
の
五

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野

附
三
四
九
の
二

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
二

階
坂
二
六
の
一

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹

崎
三
九
八
の
二

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
驫
木
字
亀

ケ
崎
一
六
五
の
一

一
級
地

鰺
ケ
沢
警
察
署
岩
崎
警

察
官
駐
在
所

鰺
ケ
沢
警
察
署
大
間
越

警
察
官
駐
在
所

五
所
川
原
警
察
署
相
内

警
察
官
駐
在
所

五
所
川
原
警
察
署
小
泊

警
察
官
駐
在
所

十
和
田
警
察
署
焼
山
警

察
官
駐
在
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
松

原
五
一
の
一
七

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字

宮
崎
浜
一
一
の
一
八

五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
一
の
一

〇
六

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
砂

山
一
一
八
七

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
栃
久
保
一

一
の
三
一

む
つ
警
察
署
白
糠
警
察

官
駐
在
所

む
つ
警
察
署
岩
屋
警
察

官
駐
在
所

野
辺
地
警
察
署
泊
警
察

官
駐
在
所

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
前
田

四
四
の
一
九
二

下
北
郡
東
通
村
大
字
岩
屋
字
往
来

一
七
二

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原

一
五
八
の
三

二
級
地

十
和
田
警
察
署
十
和
田

湖
警
察
官
駐
在
所

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
四

八
六

三
級
地

西
北
教
育
事
務
所
社
会

教
育
主
事
深
浦
町
駐
在

下
北
教
育
事
務
所
社
会

教
育
主
事
大
間
町
駐
在

下
北
少
年
自
然
の
家

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
松

原
五
一
の
七

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間

九
一

む
つ
市
大
畑
町
佐
助
川
三
九
九

一
級
地

金
木
高
等
学
校
市
浦
分

校金
木
高
等
学
校
小
泊
分

校六
ケ
所
高
等
学
校

大

間

高

等

学

校

五
所
川
原
市
磯
松
赤
川
三
の
四
二

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
砂

山
一
〇
七
六
の
一

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹

崎
三
〇
五

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間

平
二
〇
の
四
三

一
級
地

公

署

所

在

地

中
南
地
域
県
民
局
地
域
整

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
藤
川
字
瀬
の
上



( )

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
一
号
中

｢

、
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の
級
の
最
高
の
号
給
と
し｣

を
削
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号 66

備
部
目
屋
ダ
ム
管
理
所

さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン

タ
ー

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

増
養
殖
研
究
所

一
八
一
の
二
九

弘
前
市
大
字
中
別
所
字
平
山
一
六
八

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
茂
浦
字
月
泊
一
〇

外
ヶ
浜
警
察
署
三
�
警
察

官
駐
在
所

む
つ
警
察
署
近
川
警
察
官

駐
在
所

む
つ
警
察
署
宿
野
部
警
察

官
駐
在
所

鰺
ケ
沢
警
察
署
北
金
ケ
沢

警
察
官
駐
在
所

つ
が
る
警
察
署
車
力
警
察

官
駐
在
所

つ
が
る
警
察
署
越
水
警
察

官
駐
在
所

つ
が
る
警
察
署
丸
山
警
察

官
駐
在
所

八
戸
警
察
署
田
代
警
察
官

駐
在
所

三
戸
警
察
署
上
郷
警
察
官

駐
在
所

七
戸
警
察
署
甲
地
警
察
官

駐
在
所

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
新
町
五

む
つ
市
大
字
中
野
沢
字
大
近
川
一
八
の
二

二む
つ
市
川
内
町
宿
野
部
�
木
平
五
六
の
三

九
七

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
八
四
の

一
六

つ
が
る
市
車
力
町
花
林
六
五

つ
が
る
市
木
造
越
水
駒
田
六
の
六

つ
が
る
市
木
造
丸
山
竹
鼻
八
四
の
二
三

三
戸
郡
階
上
町
大
字
田
代
字
横
窪
一
八
の

一三
戸
郡
田
子
町
大
字
山
口
字
道
前
一
三
の

二上
北
郡
東
北
町
字
往
来
ノ
下
四
二
の
五

今

別

高

等

学

校

弘
前
第
一
養
護
学
校

弘
前
第
二
養
護
学
校

む

つ

養

護

学

校

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
西
田
二
五

八弘
前
市
大
字
中
別
所
字
平
山
一
四
〇

弘
前
市
大
字
中
別
所
字
向
野
二
二
七

む
つ
市
大
字
奥
内
字
栖
立
場
一
の
一
一
〇



( ) 青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第31号67
別
表
第
一
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
者
(第
４
条
関
係
)

職
員
の

区
分

職
務
の
級

号
給

１
級

２
級

３
級

４
級

再任用職員以外の職員

１
か
ら

４
ま
で

5,000円
5,400円

10,700円
17,100円

５
か
ら

８
ま
で

5,200
5,700

11,100
17,500

９
か
ら

12ま
で

5,400
6,000

11,500
17,900

13か
ら

16ま
で

5,600
6,300

12,400
18,300

17か
ら

20ま
で

5,900
6,600

12,800
18,700

21か
ら

24ま
で

6,200
7,000

13,200
19,000

25か
ら

28ま
で

6,500
7,300

13,600
19,400

29か
ら

32ま
で

6,800
7,600

14,000
19,600

33か
ら

36ま
で

7,100
7,900

14,400
19,900

37か
ら

40ま
で

7,400
8,300

14,800
20,200

41か
ら

44ま
で

7,700
8,900

15,100
45か
ら

48ま
で

8,000
9,300

15,500
49か
ら

52ま
で

8,300
9,700

15,900
53か
ら

56ま
で

8,600
10,500

16,300
57か
ら

60ま
で

8,800
10,900

16,700
61か
ら

64ま
で

9,100
11,300

17,100
65か
ら

68ま
で

9,400
12,100

17,400
69か
ら

72ま
で

9,700
12,500

17,700
73か
ら

76ま
で

9,900
12,900

18,000
77か
ら

80ま
で

10,200
13,300

18,300
81か
ら

84ま
で

10,400
13,700

18,500
85か
ら

88ま
で

10,600
14,000

18,700
89か
ら

92ま
で

10,800
14,400

18,900
93か
ら

96ま
で

11,000
14,700

19,100
97か
ら
100ま

で
11,200

15,000
101か

ら
104ま

で
11,400

15,400
105か

ら
108ま

で
11,500

15,700
109か

ら
112ま

で
11,600

16,000
113か

ら
116ま

で
11,700

16,300
117か

ら
120ま

で
11,900

16,500
121か

ら
124ま

で
12,000

16,800
125か

ら
128ま

で
12,100

17,000
129か

ら
132ま

で
17,200

133か
ら
136ま

で
17,400

137か
ら
140ま

で
17,600

141か
ら
144ま

で
17,700

145か
ら
148ま

で
17,800

149
17,900

再
任
用

職
員

8,000
9,700

12,800
16,300

別
表
第
二
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
者
(第
４
条
関
係
)

職
員
の

区
分

職
務
の
級

号
給

１
級

２
級

３
級

４
級

再任用職員以外の職員

１
か
ら

４
ま
で

5,000円
6,300円

12,800円
17,100円

５
か
ら

８
ま
で

5,200
6,600

13,200
17,500

９
か
ら

12ま
で

5,400
7,000

13,600
17,900

13か
ら

16ま
で

5,600
7,300

14,000
18,300

17か
ら

20ま
で

5,900
7,600

14,400
18,700

21か
ら

24ま
で

6,200
7,900

14,800
19,000

25か
ら

28ま
で

6,500
8,300

15,100
19,400

29か
ら

32ま
で

6,800
8,900

15,500
19,600

33か
ら

36ま
で

7,100
9,300

15,900
19,900

37か
ら

40ま
で

7,400
9,700

16,300
20,200

41か
ら

44ま
で

7,700
10,500

16,700
45か
ら

48ま
で

8,000
10,900

17,100
49か
ら

52ま
で

8,300
11,300

17,400
53か
ら

56ま
で

8,600
12,100

17,700
57か
ら

60ま
で

8,800
12,500

18,000
61か
ら

64ま
で

9,100
12,900

18,300
65か
ら

68ま
で

9,400
13,300

18,500
69か
ら

72ま
で

9,700
13,700

18,700
73か
ら

76ま
で

9,900
14,000

18,900
77か
ら

80ま
で

10,200
14,400

19,100
81か
ら

84ま
で

10,400
14,700

85か
ら

88ま
で

10,600
15,000

89か
ら

92ま
で

10,800
15,400

93か
ら

96ま
で

11,000
15,700

97か
ら
100ま

で
11,200

16,000
101か

ら
104ま

で
11,400

16,300
105か

ら
108ま

で
11,500

16,500
109か

ら
112ま

で
11,600

16,800
113か

ら
116ま

で
11,700

17,000
117か

ら
120ま

で
11,900

17,200
121か

ら
124ま

で
12,000

17,400
125か

ら
128ま

で
12,100

17,600
129か

ら
132ま

で
12,300

17,700
133か

ら
136ま

で
12,400

17,800
137か

ら
140ま

で
12,500

17,900
141か

ら
144ま

で
12,600

145か
ら
148ま

で
12,800

149か
ら
152ま

で
12,900

153
13,000

再
任
用

職
員

8,000
9,700

12,800
16,300



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
九－

三

(

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
九－

三

(
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇

等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
九－

三

(

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

調
整
手
当｣

を

｢

地
域
手
当｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三－

九

(

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則)
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三－

九

(

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三－

九

(

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
三
項｣

の
下
に

｢

並
び
に
第
六
条｣

を
加
え
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

職
務
復
帰
後
に
お
け
る
給
与
の
取
扱
い)

第
三
条

育
児
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
と
き
は
、
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
引
き

続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
期
間
を
考
慮
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び
そ
の
日

後
に
お
け
る
最
初
の
昇
給
日(

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
昇
給
日
を
い
う
。)

又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準

じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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